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第５６回宍粟市議会定例会会議録（第３号） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

招集年月日 平成２５年１２月１２日（木曜日） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

招集の場所 宍粟市役所議場 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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     （午前 ９時３０分 開議） 

○議長（岸本義明君） 皆様、おはようございます。 

  ただいまより本日の会議を開会いたします。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元にお配りしたとおりでございます。 

  それでは、日程に入りますが、発言者の方はマイクを近づけて、よく声の通るよ

うにして、お願いしたいと思います。 

     日程第１ 一般質問 

○議長（岸本義明君） 日程第１、一般質問を行います。 

  通告に基づき発言を許可いたします。 

  まず、飯田吉則議員の一般質問を行います。 

  ３番、飯田吉則議員。 

○３番（飯田吉則君） ３番、飯田です。おはようございます。２点について御質問

いたします。 

  家原遺跡公園の有効利用について、１点お伺いいたします。 

  家原遺跡公園も開設16年を経過して、傷みが著しいということで、全ての縦穴住

居などを撤去の上、各時代１棟、計３棟の新設並びに万葉植物園の整備をするとし

て、平成25年度予算に計上されておりますが、その進捗状況を伺いたいと思います。  

  また、一宮北中学校で行われた敬老会のときに、ある御婦人から、家原遺跡公園

の池の周りなどで、山野草などの植物を栽培できないだろうかというような御意見

をいただきました。できないというよりも、してもらえないかという意見でござい

ました。 

  また、公園の外周の植え込み、このあたりでグランドゴルフのコースとして整備

できないだろうかなという思いもございます。 

  この地には、県の重要文化財の御形神社やまほろば湯等々もあります。また、い

ろんな体験施設、こういうものもつくってあります。遺跡文化財の保存や貴重な山

野草の保護とともに、健康スポーツもあわせて複合公園として、市北部の観光拠点

としての役割を持たせることはできないかと思いますが、市長並びに当担当部局の

お考えを伺いたいと思います。 

  もう１点、立木の流出による災害の防止対策について、お伺いしたいと思います。 

  皆さん、御承知のとおり、平成21年の豪雨災害では、河川周辺のスギ、ヒノキな

どが根こそぎ流されて、橋梁に詰まり、川をあふれさせたり、橋を流したり、また

ダム状になることで一気に濁流が川下を襲うというような状況が至るところで見ら
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れました。それを踏まえて市当局としては、何らかの対策をとられているのか、伺

いたい。 

  また、最近の豪雨は、御承知のように、この夏に見えましたように、全国各地で

起きた大変な災害をもたらしております。集中的に一気に降ることにより、100ミ

リを超える雨、こんなすごい雨を降らせて、想像以上の被害をもたらしております。

今年あったからしばらくはないだろうというような、そういう状況ではない、これ

は皆様も御承知のとおりであろうと思います。細部にわたっての対策は財政的にも

厳しいところではあろうと思いますが、災害被害を最小限に食いとめる対策をとっ

ておくことが行政に課せられた役割であると思いますが、市長、担当部局の考えを

伺いたいと思います。 

  この２点、よろしくお願いします。 

○議長（岸本義明君） 飯田吉則議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。 

  市長、福元晶三君。 

○市長（福元晶三君） おはようございます。ただいま飯田議員のほうから大きく２

点の御質問をいただきました。私のほうからは立木の関係の災害防止、このことに

ついて御答弁を申し上げたいなと、このように思います。 

  今御案内のありましたとおり、21年災害のときには、先ほどおっしゃったとおり

この立木等、大きな影響が出たと、このような認識をしておるところであります。 

  特に、河川等に面した流出にそういうおそれがあると、こういうことでありまし

て、あるいはそれに伴って２次災害の発生、こういったことも立木の伐採等に関し

て非常に懸念がされるところであります。 

  その対策としましては、森林所有者の適正な管理はもちろんでありますが、河川

でありますとか、あるいは道路管理者、こういうものによる現地確認の上で防災措

置を講じなくてはならないと、こういう観点で現在実施をしておるところでありま

す。 

  また、今日、先ほどもお話があったとおり、ゲリラ豪雨というふうなところで、

いつ、どこで、何が起きても不思議ではない、こんな状況でありまして、そういっ

たものにも当然対応しなくてはならないなと、このように考えるわけでありますが、

特に河川に隣接する立木の流出対策並びに河川内に既に流出をしておる立木の処理、

このことにつきましては、当然、防災あるいは減災の立場から防災対策としても河

川管理、防災担当あるいは森林林業担当者を含めて関係の部局で一体となって協議

をしながら、既存の国県の補助事業でありますとか、あるいは今年度創設をしてお
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ります「しそう防災景観整備事業」、こういった等々を活用しながら、今後さらに

検討を加えながら強固に進めていく必要があるのかなあ、こう思っております。 

  次に、被災時の被害を最小限に食いとめる、この対策についてどうかと、こうい

うふうな観点の御質問でありますが、現在は、先ほども申し上げたとおり、非常に

立木によって災害のおそれがある未然防止、当然でありますが、林地に残る材が今

日まで非常に多い部分があったわけでありますが、極力その材を少なくする、その

ためには搬出間伐、こういった観点で今林地の整備も含めて進めておる状況であり

ます。また、地形の条件等々によりましても、搬出ができない、あるいは非常にし

にくい、こういう場合もありますので、そういったところには県の災害に強い森づ

くり事業等々を活用しながら、あるいは間伐材を活用した簡易土留工でありますと

か、あるいは小渓流で立木どめ対策、そういったものを講じながら、現在推進をし

ておると、こういうところであります。 

  さらに、今後においては国県の補助制度をより活用しながら、災害に強い森づく

りを進めなくてはならないと、このように考えておりますし、今日、バイオ資源と

してもその林地残材の利用促進、こういったことの観点で検討を加えていく、この

ことも必要な部分があろうと、このように思ってます。 

  あわせて、そういった林地に残材として残っておる部分について、ある意味の高

齢者の生きがい対策、そういったものにも繋がらないか、こういうことも含めなが

ら調査研究を進めてまいる必要があると、このように考えております。 

  いずれにしても、被災時の被害を最小限に食いとめていくと、こういう努力のこ

とにつきましては、最大限努力をしていきたいと、このように考えております。 

  あとの質問については、担当部長のほうからお答えをさせていただきます。 

○議長（岸本義明君） 教育委員会教育部長、岡﨑悦也君。 

○教育委員会教育部長（岡﨑悦也君） 私のほうからは、家原遺跡公園の状況等につ

いてお答えをさせていただきます。 

  先ほど御指摘ございましたように、非常に複合縦穴住居等損傷が激しい状況でご

ざいます。そういったことで本年度、平成25年度当初予算に予算をお認めもいただ

き、そういう工事に着手をするという予定にはしておりました。ただ、この間、茅

材の確保でありますとか、復元建物における工法や業者選定の方法に少し時間がか

かりまして、こういう現在に至っておるわけでございますが、間もなく工事に着手

をすると、このような状況でございます。 

  御案内のとおり、今回の工事では、縦穴復元建物、弥生２棟、古墳４棟、縄文２
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棟、計８棟の撤去と学習施設として高床式の倉庫１棟の移築を行い、そして、それ

ぞれの時代の復元縦穴を１棟ずつ新築をすると。この場所でございますが、中世の

建物付近に集積をしていきたいなというふうに考えております。 

  これに伴いまして、現在あります縦穴式の住居を撤去した部分が相当広くあくこ

とになります。こういったことを踏まえまして、今、職員のチームでございますが、

家原遺跡公園と周辺施設の利活用の検討会、若手職員を中心にしておるんですが、

こういったものを開催をして、今あるべき今後の姿を協議をしているところでござ

います。 

  御案内のとおり、御提案にもございましたように、まほろばの湯というのは年間

に７万人余りの来訪者がございます。観光施設としても重要な施設として位置づけ

ております。複合的にやはり検討をしなければならないということで、先ほど御提

案ございましたようなことにつきましても今検討しておるところでございますので、

そういった視点で、複合公園あるいは観光の拠点となり得る公園として今検討して

おりますので、また、具体的な提案とかがございましたら、お伺いしたいなと思い

ます。 

  以上でございます。 

○議長（岸本義明君） ３番、飯田吉則議員。 

○３番（飯田吉則君） 今、教育部長のほうから御答弁ございました家原遺跡公園に

ついてのことでございます。 

  実は、先ほども申しましたように、敬老会のときに、御婦人から提案があったわ

けですけれども、北部と言わず宍粟にはやはり貴重や山野草というのがたくさんご

ざいます。そういうものについて、いろんな興味を持たれる方も多くありまして、

そういうものを残していきたいという思いがたくさんあります。そういうものにつ

いて、私たちがそういうものを探してきて、そこで栽培させていただいてというよ

うな思いもあるように聞きます。そういうことで、その辺を考慮いただきたいなと

いうことと、先ほどグランドゴルフという話をさせていただいたんですけれども、

実は、一昨年になろうと思います。一宮の経営者協会のほうで、実はお願いをして、

あそこの周辺の植え込みの中でグランドゴルフをやらせていただいたことがござい

ます。恐らく記録はあるかどうかわからないですけども、あそこの管理者の方が写

真を撮っておられましたんで、残っておると思うんですけれども、大変皆さん、喜

んでやっていただきました。ちょうど11月になりましたんで、紅葉もちょっと遅か

ったんですけれども、かなり、やあ、これはいいことやなというふうに喜びまして、
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一日楽しませていただきました。 

  その観点から、今回も提案をしたわけでありますけれども、やはり、今、このグ

ランドゴルフというのはいっときのゲートボールの熱から今度はグランドゴルフの

熱に中高年の方、特に老人の方々の思いはあるというふうに見ております。 

  そういうことで、そういうコースを備えることによって、市外からの入り込みが

温泉を含めて何とか見込めるんじゃないかなと。また、地域の方々もそれをやるこ

とによって健康になって、また、嫌らしい話でありますけれども、そういう保健

等々の分についても改善が見られるんじゃないかなと、こういうふうに思うんです。

その辺について、お伺いを。 

○議長（岸本義明君） 教育委員会教育部長、岡﨑悦也君。 

○教育委員会教育部長（岡﨑悦也君） ありがとうございます。具体的な提案、山野

草の公園あるいはグランドゴルフの普及ということでございます。山野草の公園に

つきましては、一宮町当時、私も少し担当をした経験がございまして、家原遺跡公

園で地域の皆さんに会をつくっていただいて、花を植えていただいたような経験も

ございます。そうしたやはり市民の皆さんの活動と一緒に、あの公園が地域の皆さ

ん、市民の皆さんに愛されるような、そういう仕掛け、仕組みが必要だろうなと、

こういう形で進めさせていただければなあと考えております。 

  また、グランドゴルフでございますが、今、市内では夢公園でありますとか、か

みかわ緑地公園、それから伊沢の里公園、芝生公園でされておりますが、御提案の

部分につきましては、非常に特色のあるコースにもあり得るかなと。職員のほうで

もそういう今検討もしておりますので、前向きに検討させていただきたいなと、こ

のように思います。 

○議長（岸本義明君） ３番、飯田吉則議員。 

○３番（飯田吉則君） 職員の中で検討していただいておるという大変ありがたいお

言葉でございますが、できれば地域の方を巻き込んで、いろんな検討委員会をして

いただければありがたい、こういうふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。  

○議長（岸本義明君） 市長、福元晶三君。 

○市長（福元晶三君） ただいま担当部長のほうから答弁申し上げたとおりでありま

すが、今、若手職員でいろいろと検討を加えております。私もあそこは、重複しま

すが、やっぱり歴史的なゾーンということもありますし、あわせて観光、文化、ス

ポーツ、そういった意味では複合的な拠点として整備する必要があるのかなあと、

こう思っております。なおまた一定の素案ができた段階では、地域の皆様も当然参
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画していただかなくてはならないだろうと、このように考えておりますので、その

方向で進めていきたいと思います。 

○議長（岸本義明君） ３番、飯田吉則議員。 

○３番（飯田吉則君） いろいろとお考えいただいておるということを理解しまして、

次の質問に移りたいと思います。 

  先ほど立木による災害に対してのお考えを市長のほうからお伺いいたしまして、

なるほどなと思っております。この材木、確かに宍粟市の山にはたくさんあります。

そして、これが本当は財産となるべきものであったものが、半分邪魔者扱いされて

おるというような現状、これは大変憂えるところでございます。 

  現在、この材木をいろんな地域では、それを先ほど市長もおっしゃったように高

齢者の生きがいづくりのために利用するという方法がとられておる箇所がたくさん

あります。放置されておる間伐材、未使用材ですか、これを軽トラに乗せて出して

いただく、これを１トン当たり6,000円相当に換算して地域通貨等で還元すると。

その地域通貨が市内、町内で流通することによって、第２次産、第３次産、この辺

が潤ってくるということでございます。それによって高齢者が、高齢者というのは

失礼ですけれども、皆さんが生きがいを感じて、そして山はきれいになると。一石

二鳥、三鳥の活動でございます。こういうことを宍粟市でもやってみようというよ

うなお考えはあるでしょうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（岸本義明君） 市長、福元晶三君。 

○市長（福元晶三君） 先ほど御答弁申し上げたとおり、今、お話があったとおり、

今のいわゆる置かれておる、捨てておるというふうな表現がいいのかもわかりませ

んが、その材をいかに活用するか。これにつきましては、御存じのとおり、赤穂の

ほうでバイオ発電計画がなされております。宍粟市の役割をどう持たすかというこ

とについても、県ともいろいろ全体的にこの西播磨で協議をしておりまして、それ

ぞれの役割分担をしながら、うまく利活用していこうと、こういうふうな考え方で

整理をしております。 

  そういう中で、私は高齢者の先ほどおっしゃったようなことも含めて活用できる

部分が大いにあるだろうと、こう思っておりまして、そういったものについて今後

検討を加えていきたいと、このように考えております。 

○議長（岸本義明君） ３番、飯田吉則議員。 

○３番（飯田吉則君） 今、市長がおっしゃいましたバイオマス発電等の燃料という

ことでございます。２、３日前の新聞にも朝来市、生野工業団地のほうでバイオマ
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ス発電を県森林組合連合会、それからみどり公社、関西電力の外郭団体ですか、で

協力してバイオマス発電をやろうという計画が発表されておりまして、ここにつき

ましてもかなりの木材チップを必要とするということでございます。ここの規模は

5,000キロワットということを聞いております。今度、赤穂にできるというバイオ

マス発電所、ここは規模が全然違いまして、15万でしたか、13万 5,000か、 13.5メ

ガという大規模なものでございます。ここに使用される材木というものはとてつも

なく大きなものであると聞いております。 

  ということは、宍粟市におかれましては、前にも御答弁があったように、水の環

境がいまひとつということで、断念されたということを聞いております。というこ

とは、宍粟市は何をもってこのバイオマスに貢献していくかといえば、やはり燃料、

これに尽きるんではないかなと思います。これだけの大きなもの、たった二つあっ

ても、この今生産されておる、搬出されておる材木をほとんどが要ってしまうとい

うような状況にあると計算されるんですけれども、この間、産建の常任委員会でも

部長にお願いしたんですけども、里山整備などにも広葉樹をたくさん整備しており

ます。こういうものについても行き場がなくなっておる状況であります。最近、薪

ストーブとかがかなりはやっておりまして、使われてはおりますけれども、わずか

でございます。 

  そういう中で、里山を整備するのも確かにいいんですけれども、その使い道とい

うとこにも考えていただきたい。ただ、整備するのも皆伐していけば、この広葉樹

というものはまた再生できると。昔は炭を焼いたりしておりました。炭を焼くため

に切ってしまうと、また15年、20年たつと、木はまた元へ再生してくるという、本

当の循環型をやっておったわけでありますけれども、今はそれがないために、ただ

ただ大きくなるばかりで立ち枯れをする木が増えておるということでございます。

いくら整備しても立ち枯れの木を残していくような状況にもなりかねませんので、

できれば皆伐してまた再生を待つという、そういう方向が一番好ましいんじゃない

かなと思っております。 

  人工林については、今おっしゃいましたように、収入間伐という形での方法と、

それから切り捨て間伐がございます。その切り捨てたものをどうするかという部分

で、やはりそういうことを活用していただいて、どんどん貢献していきたいと。そ

んな中で、この宍粟市の中にそういうバイオマスの燃料のチップをつくるような工

場を誘致なり、何とかしようというお考えはございませんか。 

○議長（岸本義明君） 市長、福元晶三君。 
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○市長（福元晶三君） 先ほど申し上げたとおり、赤穂でやられるというのは、株式

会社日本海水というところでありますが、そこは木質バイオで発電をやろうと、こ

ういうことであります。私が承知しておりますのは、平成27年１月の稼働を目標に

ということで準備がなされております。 

  発電の総出力予定が１万6,500何ぼキロワットだったと、このように思います。

したがって、県産材とか、あるいは未利用材、これの利用が大体年間総需要量とし

ては20万トンほどあるんだと。ただ、兵庫県内でそれが利活用できるのは年間５万

トン、その程度だと、こういうふうにお話を聞いております。 

  先ほどお話のあった朝来については、それぞれ県の森林組合もあるわけでありま

すが、宍粟市の森林組合については、この日本海水と連携をしながら、宍粟市とし

て取り組んでいこうということにはなっております。 

  その中で、私は先ほどおっしゃったとおり、高齢者の活用も含めてですが、どっ

かに集積する場所がなくてはならないだろうと。このことが市の役割としてあるの

かなあと、こう考えておりまして、今後それらも含めて検討を加えていく必要があ

るのかなあと、このように考えております。 

  あと、他の関係については、また担当部長のほうからお答えをさせていただきま

す。 

○議長（岸本義明君） 産業部長、前川計雄君。 

○産業部長（前川計雄君） バイオ発電につきましては、今市長が申したとおりでご

ざいます。ほかの扱いについても、今後、バイオ発電、ペレットストーブとかボイ

ラーもございますし、今おっしゃった薪の利用もございます。何を言ってもバイオ

発電については一つネックがございまして、乾燥率で出さなあかんということで、

ワンクッションあいたまた施設が要るというようなこともございます。ほかについ

ては、その中でストックヤードをこしらえる中で、森林組合とか木材センターを中

心に今後御協力を願う中で相談していきたいなと思っております。 

  以上です。 

○議長（岸本義明君） ３番、飯田吉則議員。 

○３番（飯田吉則君） 前向きな御返答でありがたいと思っておりますが、ともかく

この木材の利用については、周知のとおり、皆さんが困っておられるというところ

であります。また、各地域の生産森林組合におきましても、今までお聞きになった

と思いますけれども、固定資産税を払うのがやっと、払えないから借金までして払

わなあかんというような状況に陥っとる中で、できるだけ速やかに、それこそ市長
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のよくおっしゃるスピード感を持って対処していただきたいと。 

  このバイオの燃料というものは、結局、一旦発電を始めると燃料を絶やすことな

く使っていかなければならないと。燃料がある限り整備時間を置いて24時間稼働が

できるという、太陽光とか風力とか、そういうものと違って環境に左右されないも

のでありますから、何とか今まで油に頼っていたものを、今ある資源を利用してや

っていくという大変画期的なものであると思いますので、今、原子力が危険と、廃

止を叫ばれておる中で、できればこの宍粟市、西播磨、この辺からどんどんそうい

う形のものをつくっていって、またそれに協力していって貢献できれば、先祖の皆

さんがつくってこられた大切な木を無駄にせずに有効利用できるという画期的なも

のであろうと思いますので、できるだけよろしくお願いしたいと思います。 

  それと、先ほどちょっと市長も触れられた立木材、河川に。前に産建でお願いを

しました大沢のほうですか、志文川ですか、あそこを回らせてもらったときに、い

まだに河川の真ん中に根こそぎ倒れた木が結構あります。21災のときに、一宮の福

知川にたくさん流れました。三方川も同様です。それは全て撤去されております。

そして、福知川においては立木、岩石の流れ防止のためのダム、ダムというんです

か、堰止めのダムも２カ所ほどつくっていただきました。これは確かに安全のため

にしていただいて、これは災害が起こったからしたというものでありまして、県で

していただいたものでありますけれども、ということは、あの川で災害が起こらな

ければ、それまではそういうものはできないというものであるのかなというふうに

思います。 

  今年の夏も確かに大雨降りました。その状況であの木はどうなったかなというこ

とで、11月の半ばに見に行ってまいりました。まだ横たわってました。そういうこ

とで、次に起きたときに、それが邪魔になって堰止め湖ができるという可能性がな

いということは言い切れないということで、その辺のところについて、お聞かせく

ださい。 

○議長（岸本義明君） 参事兼土木部長、平野安雄君。 

○参事兼土木部長（平野安雄君） それでは、お答えをさせていただきます。 

  先ほど飯田議員が大沢のお話を若干されましたので、私の記憶では、21年災害で

はなしに、16年の風倒木災害のときに、風台風のときの残材がそのまま残っている

河川だというふうに認識をしております。 

  21年災害の検証につきましては、御案内のとおり、光都土木なり、龍野土木事務

所が西播磨の公共土木施設の災害の記録、検証を出しております。その中を見てみ
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ますと、特に先ほど来言われてますように、中・上流部に記録的な豪雨によって浸

水があったという状況で、要因としては、先ほど言われました山腹の崩壊、さらに

は渓流の浸水、それから今回、21年台風で特に特色があったのは、河川際の根つき

の立木が流出したことによる河川の阻害ということが大きな要因だったというふう

に検証もされております。私どももそう考えております。 

  その中で、具体的に申し上げましたら、１年目でございましたら、福知川につい

ては、先ほど言われましたように、スリット型の堰堤がされております。土砂を止

めて水だけ流す方法、同じく今福住川にしてもそうです。それから、あと中坪川に

ついても同じような状況が起きたというふうに認識をしております。 

  そういう中で、具体的に今、県と考えてますのは、大きく３点考えております。 

  まず、１点は、河堰の確保ということで、土砂流通がしたものの土砂撤去を含み

まして河川の改修、災害復旧も含めた改修の促進ということがまず１点でございま

す。 

  それから、２点目は、土砂・立木の流出防止ということで、福知川にも出ており

ますスリット型のああいう特色的な堰堤の設置ということが抜本の解決になるんじ

ゃないかというふうに思っています。 

  それから、最後、もう１点は、先ほど来市長も答弁をされてます林地内にある間

伐材、立木を利用した形の簡易土留めを山腹に設置をする。 

  この３点が基本的な考え方で、今、県とも協議の中で進めているという状況でご

ざいますので、抜本的な解決ということは、森林のほうの崩壊の対策ということに

なりますが、ハードの部分としては、今言いましたような３点の部分で今重点的に

要望活動を続けているという状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（岸本義明君） ３番、飯田吉則議員。 

○３番（飯田吉則君） ありがとうございます。今おっしゃいました、確かに大沢の

ほうについては16年の風倒木から水による災害が起きてないということでございま

す。その16年のものはそのまま川に横たわっておるということであります。できれ

ばそれはよかったんか悪かったんかというとこでありまして、確かにそれが災いせ

ずに、川の中に残っておるということはよかったことであろうと思いますが、残っ

ておること自体はよくないことであると認識していただいて、速やかな撤去をお願

いしていただきたいと思います。 

  また、今おっしゃいましたそういうスリット型のもの、これについても県と協議
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の上ということでございます。これも何遍も申しますが、起きてからでは遅いとい

うことですので、できるだけ速やかに設置していただくようにお願いをしていただ

いたり、また、北部で起きたことは必ず南部に災いをするということでございます。

奥のほうで起きておることは絶対に下流に、川のことですから、下で起きたことは

上流には上がってきませんけども、上流で起きたことは下流に災いをしますので、

その点も十分御留意いただきまして、速やかな対策をとっていただけるようにお願

いしたいと思います。 

○議長（岸本義明君） 参事兼土木部長、平野安雄君。 

○参事兼土木部長（平野安雄君） 先ほど御指摘ありました大沢志文川の風倒木、風

台風による処理の件でございますが、冒頭市長も申し上げましたように、土地所有

者なり、それから一定要件がありますが、できましたら16年の風台風のときには一

定要件で満たさなかったと。それと土地所有者の同意が取れなかったということで

放置されたというふうに思っております。そこらの部分も加味しながら、市の独自

の景観事業の中でも対応できないかということも考えていきたいというふうに思っ

ております。 

  以上でございます。 

○議長（岸本義明君） ３番、飯田吉則議員。 

○３番（飯田吉則君） そら、いろんな意味で個人の所有物であろうということもご

ざいましょうけども、川の真ん中に横たわっているものに所有権が果たしてあるの

かないのかというところをお伺いしたいのと、実は私どもの地域では、地域を挙げ

てみんなできれいにしようということで、そういう木を撤去しました。そういうこ

とで、地域の方がそういう気がなかったといえばそれまでもかもしれませんけれど

も、それについて地域から撤去の要望はなかったんでしょうか。お願いします。 

○議長（岸本義明君） 参事兼土木部長、平野安雄君。 

○参事兼土木部長（平野安雄君） 要望があったかなかったかというよりも、河川管

理者としては、当然撤去すべきものだったというふうには解釈をしております。た

だ、16年台風のときの補助制度の中で、一定の要件、材籍等土地所有者、立木所有

者の同意ということが要件であったので、現在まで放置されたという状況になって

いるというふうに理解しておりますので、そこら辺の部分につきましては、十分地

元とも協議しながら、河堰の確保ということについては検討を加えてまいりたいと

いうふうに思います。 

  以上でございます。 
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○議長（岸本義明君） ３番、飯田吉則議員。 

○３番（飯田吉則君） 今、言われたことは理解できます。ということで、できれば

早いうちに地元ともお話しいただいて、撤去の方向にお願いしたいと思います。そ

れをお願いして、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（岸本義明君） これで、３番、飯田吉則議員の一般質問を終わります。 

  続いて、大畑利明議員の一般質問を行います。 

  ４番、大畑利明議員。 

○４番（大畑利明君） 皆さん、おはようございます。４番、大畑でございます。私

のほうは、今回大きく２点に分けて御質問をさせていただきたいというふうに思い

ます。 

  １点目は、農業問題でございます。 

  現在、国が行おうとしております農業・農政改革に対して、私は食料の自給率の

向上あるいは地産地消の推進を市の農政の基本に据えるべきだという観点から御質

問をさせていただきたいと思います。 

  政府は、ＴＰＰの締結を視野に入れまして、長年にわたって続けてきた米の生産

調整、いわゆる減反政策を５年後の2018年度を目途に廃止する方針を固めたとの報

道がされております。政府が考えている減反廃止政策について、どのような内容な

のか、もう少し詳細に御説明をいただきたいと思います。 

  また、米の減反政策の廃止は、今後、農業生産者や市の農政にどのような影響を

与えると考えておられるのか、お考えを伺いたいと思います。 

  次に、ＴＰＰ締結により農産物品目の関税撤廃やそれを背景にした減反政策の廃

止などが実施されますと、米づくりをやめる農家が増えます。あるいはそのことに

よって今以上に耕作放棄地は増加するというふうに考えられます。従来から水田が

持っております保水機能や環境保全機能が大きく失われてしまうというふうに考え

ます。 

  さらにまた、食料自給率の危機という事態を招くのではないかと大変危惧をいた

しております。 

  農業が持つ多くの機能や役割を守っていくために、そして中山間地域の今後の農

業を考えるときに、食料自給率のアップを目指した政策を市の農政の基本に据える

べきであるというふうに考えますが、市長のお考えを伺いたいと思います。 

  私は、その食料自給率向上の一環として、具体的には食育と地産地消が連携した

まちづくりを推進すべきであるというふうに考えます。地産地消の活動は、ＪＡや
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道の駅直売所、そして先日、大臣表彰を受けました学校給食での代表的な取り組み

が行われています。今後は、それらの活動をさらに広げ、外食産業・飲食業あるい

は旅館業、さらには観光、保健・医療分野などへ拡大をさせて、市民の食の安全・

安心の確保や農業振興による地域経済の活性化に繋げていくべきではないでしょう

か。地産地消の推進は市民、消費者、事業者、生産者など、市全体が一丸となって

取り組みを進めることが大切であると考えます。 

  そのために、私は、地産地消と地域経済の活性化を目指したまちづくりを展開す

るために地産地消推進計画を策定すべきであると考えます。このことについても市

長のお考えを伺いたいと思います。 

  大きく２点目でございますが、固定資産税の減免適用について、お尋ねをしたい

と思います。 

  現在、障害者就労支援施設あるいは就労継続施設などで社会福祉事業を活発に行

っておられるＮＰＯ法人が市内にも多く誕生をいたしております。その法人に対す

る固定資産税について、私は地方税法に規定する非課税範囲に準ずると認められる

場合については、その固定資産税の減免適用を行うべきでないかというふうに考え

ます。そのことによって、当該社会福祉事業の促進に寄与すべきものではないかと

いうふうに考えます。この点についても市長のお考えをお伺いしたいと思います。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（岸本義明君） 大畑利明議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。 

  市長、福元晶三君。 

○市長（福元晶三君） 大畑議員のほうから大きく２点の御質問をいただいておるわ

けでありますが、特に農業関係の御質問について、私のほうから基本的な部分でお

答えを申し上げたいと、このように思います。 

  先ほどおっしゃったとおり、昨日もいろいろ御質問がありましたが、特に国が非

常に長い間続いてきた米政策について、大きな転換をしようと、こういう動きであ

ります。いろいろ新聞でも出ておりまして、昨日も申し上げたとおり、国は農地の

８割を大規模農家にしていくんだと。あとはそれぞれ頑張ってちょうだいよと。さ

らにまた生産調整のこと、減反についても５年後も目途にしながら、それぞれ頑張

っていきなさいと、こういうふうな、簡単に言いますと、そういう政策へと転換し

つつあります。 

  具体的に、じゃあ、この部分をこうするということについては、まだ正式に国の

ほうから市のほうにということは来ておりません。したがって、具体的な情報をお
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伝えすることはできないわけでありますが、恐らく昨日の新聞情報が大体政策的に

具体に移るのかなあと、こう思っております。来次第、あるいは正式な施策として

決定され次第、私は当然宍粟市にとってもいろんな影響が出てくるだろうと。特に

農家の皆さんの農業意欲の低下、このことが非常に大きく危惧されます。さらにま

た耕作放棄地がさらに増えていくんではないかなと。大きくこの２点が関連しなが

ら危惧されるところであります。 

  したがって、私は昨日もお答えを申し上げたとおり、これから、じゃあ市は一体

農業の方向をどっちを向いて行くんだと。簡単に言いますと、大規模農業を促進す

る中で、小規模を切り捨てていくのか、いやいや両方ともうまく調和をとりながら

やっていくのか、こういったことも含めて私は市の今後の農業政策のあり方が問わ

れておると、このように考えておりまして、具体的な方針がより示された段階で、

私はこれからの農業の方向性を明確にしなければならないだろうと、このように考

えておりまして、できるだけ早い段階で農業関係者ともそのことを議論しながら、

一定の方向性を探っていきたいと、このように考えております。 

  そういった中で、２点目の食料自給率、当然でありますが、私はいわゆる３点目

の地産地消とも絡むわけでありますが、当然、基本的には市内で、あるいは地域で

とれたものを地域で、こういうコンセプトを持ちながら、私は安全で安心な、さら

に健康づくりへの重要な部分と、こう捉えておりますので、そういう観点で市民の

皆さんか元気で過ごすんだというところでは、ある意味、地産地消というのは私は

源ではないかなと、このように考えておりますので、今後そういった方向で進めて

いきたいと、このように思っています。 

  先ほどのお話のありましたとおり、学校給食、毎日4,000食を職員が鋭意努力し

ながら日々頑張っておりまして、地域の農家の皆さんの多大な協力を得ながら地産

地消という概念で進めていただいております。しかしながら、今日、農家の高齢化

の問題もあります。先ほど申し上げた米政策も含めて農業政策の大きな転換もあり

ますので、そういったことも加味しながら、市民の安全・安心、地産地消、そうい

った概念で進めていきたいなと、こう考えております。 

  そういう観点で、今後、そういう地産地消推進計画が必要じゃないかと、こうい

う御質問でありまして、私は具体的に推進計画がどういったものかということにつ

いても、あるいは必要性についても今後先ほど申し上げた議論とあわせて検討を加

えていく必要があるのがなあと、こう考えておりますので、よろしくお願い申し上

げたいと思います。 



－137－ 

  あとの質問については、担当部長のほうからお答えをさせていただきます。 

○議長（岸本義明君） 健康福祉部長、浅田雅昭君。 

○健康福祉部長（浅田雅昭君） 私のほうからは社会福祉事業に行うＮＰＯ法人に対

する減免措置の関係について、福祉部門を担当する立場からお答えをさせていただ

きます。 

  いわゆる福祉の推進におきましては、市の重要施策の一つであります。その事業

実施に当たりましては、社会福祉法人あるいはＮＰＯ法人等が運営する事業所の役

割が重要であるという認識をしております。 

  御承知のように、市内の社会福祉事業を行うＮＰＯ法人が事業実施に供するため

の土地・家屋につきましては、法人所有であったり、賃貸であったりと、その形態

はいろいろでございます。また、その運営におきましては、事業補助金や給付費等

で対応していただいております。補助金や給付費におきましては、人件費をはじめ

施設運営経費も算入されているものと理解をしているところでございます。しかし

ながら、社会福祉事業の推進に当たりましては、法人の安定的な運営が必要であり

ますので、その支援策につきましては、例えば国への要望であるとか、事業収益の

増収に繋がる方策等々も含めて今後研究をしていきたいというふうに思っておりま

す。 

  以上です。 

○議長（岸本義明君） ４番、大畑利明議員。 

○４番（大畑利明君） それでは、２回目の質問に入らせていただきますが、まず固

定資産税のほうから先に再質問させていただきますが、先ほどの部長の答弁により

ますと、既にそういう施設に対しては補助金なり給付金の中にそれ相応の金額が含

まれているというようなお話でございましたが、それはちょっと違うんじゃないで

しょうか。この私が申し上げました就労継続のＢ型なんかの施設は給付費で運営さ

れておりますね。それは福祉サービスに対する給付しかございませんので、そうい

う施設の運営等々に係る固定資産税に係るようなものは含まれていないというよう

に解釈しております。そういう意味で、既に幾つかの他の団体では、このＮＰＯに

対する固定資産税免除の規定を設けているわけですね。ですから、今回そういう先

例もございますので、そのことを質問させていただいておるわけで、ちょっと給付

費等に含まれているというのは間違いじゃないでしょうか。もう一度考え方をお聞

かせください。 

○議長（岸本義明君） 健康福祉部長、浅田雅昭君。 
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○健康福祉部長（浅田雅昭君） 私たちの認識としましては、やはりその運営経費等

も含めた積算がされておるものという認識はしております。ただ、今議員がおっし

ゃいましたように、他の自治体の中にもそういう事例があるということは情報とし

て承知しておりますので、その点も含めて今後研究をさせていただきたいというふ

うには思っております。 

○議長（岸本義明君） ４番、大畑利明議員。 

○４番（大畑利明君） 是非前向きな検討をいただきたいというふうに思いますが、

その検討以前に、私が先ほど申し上げておりますＢ型等の施設は、今の法令の中に

既に該当するんではないかなというふうに私なりの法の解釈ですから不十分な部分

があるかもわかりませんが、ちょっとそのようなことも考えております。 

  地方税法施行令の49条の15に、法第348条第２項第10号の６に規定する政令で定

めるものは次に掲げるものということで、これは非課税の範囲のことを言っとるわ

けですが、その６号に前各号に掲げるもの以外のもので、総務省令で定めるものと

いう規定がございます。この総務省令が施行規則第10条の７の３に委ねているわけ

ですが、この第１項４号において、障害者自立支援法に規定する障害者支援施設で

就労を継続し得るＢ型事業所なども含まれるような規定が書いてありますので、ち

ょっと詳しくわかりませんので、この辺調べていただいたら既に該当しているんで

はないかなというふうにも私捉えておりますので、もし該当していないのであれば、

先ほどの答弁どおり研究を急いでいただきたいなというふうに考えます。再度、御

答弁をお願いします。 

○議長（岸本義明君） 健康福祉部長、浅田雅昭君。 

○健康福祉部長（浅田雅昭君） 御承知のように社会福祉法人と、それからＮＰＯ法

人、それぞれ根拠法令が異なります。今のＮＰＯ法人につきましては、固定資産税

については原則課税ということになっておりますので、ただ、今の御質問の中身も

含めまして、今後研究をさせていただきたいと思います。 

○議長（岸本義明君） ４番、大畑利明議員。 

○４番（大畑利明君） 是非お願いしたいと思いますが、社会福祉法人の規定はしっ

かりしてありますが、それに準ずるようなものがこの法に既に適用しているんじゃ

ないかなということも再度私も確認をしたいと思いますので、研究方よろしくお願

いしたいと思います。 

  それでは、最初の農業のほうに移らせていただきたいと思うんですが、昨日から

いろんな農業問題の議論がありましたので、重複するかもわかりませんが、私は国
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の方針、いわゆる農地の８割を専用農家に集約するとかいうのは、これは宍粟には

ほぼ当てはまらないのではないかなというふうに思いますし、農家の経営の自由度

を高める、そういう生産力が強いところに対して補助金を出すということになりま

すと、市長が危惧されているとおり、私も同じような認識で、この宍粟市ではほと

んど対象がなく、一部頑張っておられる農家については適用があるかもわかりませ

んが、大半の部分はこの国の補助制度から漏れてしまう、あるいは昨日もお話があ

りましたが、基準をクリアしない兼業農家、あるいは高齢者の自給農家、そういう

ところについては、ことごとく農家から離れてしまうのではないかなというふうに

危惧するわけでございますが、じゃあ、そういう中で今後の方向性を明確にしてい

きたいということですが、幾つか確認をしていく必要が僕はあると思います。 

  その一つに、大きく今後の農業のあり方についての課題は二つあるというふうに

私自身は思っているわけですが、一つは、農業が持つ役割や多くの機能が失われる

という問題です。食料という問題だけではなく、もちろん安全で安心、おいしいも

のを市民に提供するという、あるいは健康や文化を守っていくという、そういう大

きな役割がありますけども、それに加えて昨日も話が出ておりましたが、水田の保

水機能ですね、そういうものとか、それによります防災、あるいは景観、生物多様

性など、さまざまな利点があると思うんですね。そういうものをもう一回きちっと

認識をしていく必要があるんではないかと。国がいくらそういう方向を打ち出して

も、頑固に宍粟はこれを守るんだという姿勢が私は要るんじゃないかなというふう

に思いますが、その辺、まず１点目の課題、農業の持つ機能を守っていくという視

点についていかがでしょうか。 

○議長（岸本義明君） 市長、福元晶三君。 

○市長（福元晶三君） 当然農業を含めて多面的な機能があります。当然そのことは

先人が苦労されてきたことについては、私は守っていかなあかん。ただ、守るんに

どういった方向がいいのかはこれからの議論だと、このように思っています。 

○議長（岸本義明君） ４番、大畑利明議員。 

○４番（大畑利明君） そこの認識は一致したというふうに捉えさせていただきます。 

  二つ目の課題は自給率問題です。国はＴＰＰの問題あるいは生産力がもう既に低

下しているということを背景に、自給率を重視してきたこれまでの方針を転換する

というふうなことを新聞で言っております。現在、国の食料自給率、約39％という

ふうに言われてますから、概ね現在でも６割強が他国の食料に委ねられているわけ

ですね。そのことによる私は大きな問題、リスクがあるんではないかというふうに
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捉えております。もう言うまでもございませんが、やはり外国から来るものに対し

ては、生産あるいは輸送、貯蔵、そういう過程において多くの農薬が使用されます。

そういう残留農薬の問題を抱えておりますし、あるいは遺伝子組み替え作物という

ようなことも大きく今クローズアップしている問題がございます。いわゆる食料の

安全性への不安が高まっているということが一方にあると思うんですね。そういう

ことから、私は、市民に安全で安心な食料を提供する義務がこの市の農政にあると

いうふうに捉えています。そういう意味で、国がいくら自給率重視の方針に転換し

ようとも、私は地域の食料自給率は向上させていくという、向上させるんだという

市の農政の基本的な考えが要るのではないかというふうに考えます。 

  部長にちょっとお尋ねしますが、市の食料自給率、これ幾らぐらいなのか。ある

いは私が先ほど申し上げました観点から、自給率のアップについて、農政としてど

のようなお考えなのか、答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（岸本義明君） 産業部長、前川計雄君。 

○産業部長（前川計雄君） 今、大畑議員の自給率を上げるということは、農家を守

るという点で大変重要なことだと思っております。先ほど国の自給率、県の自給率

等もいろいろお聞きをする中で、宍粟市の自給率はどうなっているかという問いで

ございますが、平成19年までぐらいには、国の機関であります統計情報センターと

いうのが姫路にありまして、龍野にもございました。そこから数量的な情報をいた

だく中で、自給率、カロリーベース、生産額ベースではじいておったんですが、そ

れが今のところ廃止となっております。 

  それで、今回、自給率を示してもらいたいということなので、市なりにちょっと

試算をしました。それに基づくものにつきましては、品目別の自給率として米とい

う品目で自給率を出しております。それは国からの生産数量調整の割り当てがござ

います、宍粟市に対して。それが5,187トン、それで宍粟市の人口を４万人として

換算しますと7,300トンになります。自給率については約71％、これ概算ではじい

てますので71％。まだちょっと余力があるような形になっております。 

  それから、生産額ベースでいきますと、2010年のセンサスによりますと、宍粟市

内の食料生産額が11億9,000万円、市内の消費を出しますと、45億6,000万円となっ

ておりまして、約26％の自給率となっております。 

  それから、カロリーベースでいきますと、市内産の供給量、主なものは米が一番

主流でございますが、両ＪＡのまとめでいきますと約９万キログラムの大豆が上が

っております。ほかに消えるものもございますので、しっかりとした数字じゃない
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んですけど、それを供給カロリー概数で出しますと約25.5％。その他の野菜とか牛

肉も含まれておりますが、そういうものをトータルすると、大体に25、26％になる

んではないかという推測をしております。 

  以上でございます。 

○議長（岸本義明君） ４番、大畑利明議員。 

○４番（大畑利明君） 自給率アップの目的は、農家を守るという立場という認識で

ございましたが、私、先ほど申し上げたように、農家を守るだけではなくて、市民

の安全な食料を守るということも是非入れないと、なかなか消費者がそこに向かな

いとは農業は守っていけないと僕は思いますので、その辺の関連性も十分考えてい

ただきたいなというふうにお願いをしておきたいと思いますが、自給率、数字出し

ていただきましてありがとうございます。カロリーベースで約25、26％、生産ベー

スで26％、重量ベースで71％ぐらいだということで、私、平成20年度の資料をちょ

っと手元に持っておりますが、市のものはないんですけども、県のカロリーベース

で兵庫県の場合は食料自給率16％ですね、阪神間はほとんど自給はありませんから、

このような数字になるのかと思いますが、非常に全国的にも低いですね。それから、

西播磨が38％という数字が平成20年度で出ておりますから、この西播磨の中で宍粟

市か26というのは、随分下回っているんではないかなというふうな認識を覚えまし

た。本当に26％であるならば、８割弱がほかからの食物に委ねられているというこ

とですから、非常に危険性が私ははらんでいるんではないかということで、そうい

う意味から、そういう意味といいますのは、市民の安全・安心という意味、あるい

は農業生産者の生産活動を確保するという意味では、非常に重要なポイントでない

かなというふうに思っております。 

  ちなみに、但馬とか丹波、この辺のカロリーベースでも70なり88、淡路に至って

は111という自給率でございますから、やはり県内でも農業の盛んなところについ

ては自給率が高いというのが数字が物語っているというふうに思うので、是非この

辺は数字ありますけども、参考にしながら今後の農政を検討する必要があるんでは

ないかというふうに考えております。 

  そこで、まずその二つの問題が重要だということをお話を申し上げて、次に、地

産地消の取り組みのほうに入りたいというふうに思いますが、学校給食、宍粟は誇

るべきことではないかなと思います。先ほど市長からもありましたが、これ農林水

産大臣賞、手元に資料がございますが、この表彰理由の中に、小規模農家や高齢者

農家も給食に参画できる調達システム、休耕田を活用した新品目の生産、ジビエ給
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食の提供など、地域の特性に見合った食材、供給体制が全市域に拡大し機能してい

るというのが表彰の理由でございます。 

  具体的な取り組みとして評価されているのは、多様な生産者が担う地産地消の食

材供給、ＪＡや集落営農組合、それから小規模生産者、高齢農家など複数の生産者

が供給する出荷体制を築いたことが持続的な安定供給を支えているというふうに評

価を受けておりますし、そのほかにも宍粟市産の食材を増やす取り組み、休耕田で

契約栽培した大豆を地元業者が豆腐や油あげなどに加工して使用する、みそも給食

センター職員が仕込むというふうに、本当に手づくりの安全なものを子どもに提供

するという、こういう仕組みが高く評価されておりますし、ここにやっぱりかかわ

ってこられた人に私は敬意を表したいと思いますし、これは誇りにしていただきた

いというふうに考えるんですね。 

  だから、こういうシステムがあるわけですから、これを市の農政に私は拡大をし

ていく、あるいは農政だけではなくって、先ほど申し上げました他の商工業あるい

は医療分野ですね、そういうところにどんどん僕は広げていくべきだというふうに

考えております。そういう意味で、再度、先ほど市長の御答弁では、地産地消推進

計画がどういったものなのか、あるいはその必要性について再度検討してみたいと

いうお話がございましたけども、この必要性は既に国が閣議で決定しております食

料・農業・農村基本計画の中にも、その中の一つに地産地消推進計画というのはう

たってあります。それから、今、具体的な実践例として、宍粟ではこのような評価

に値するものがあるわけですから、その必要性についても私は確認ができるんでは

ないかというふうに捉えております。もう一度地産地消推進計画、本当にやる気が

あるのかないのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（岸本義明君） 産業部長、前川計雄君。 

○産業部長（前川計雄君） 大変地産地消を進める上では自給率の向上にも繋がると

いうことは市長申しましたとおりでございます。当然、行政が一本で進めるという

わけにはいかない点もございます、申しわけないんですが。ただ、農業生産者、農

業生産の代表者、それからＪＡ、ある関係機関、普及センター等々の中でどういう

形で地産地消、自給率の向上を目指していくかということも含めまして、今後早急

な対応で検討していきたいなと考えております。 

○議長（岸本義明君） ４番、大畑利明議員。 

○４番（大畑利明君） 具体的なところはまだイメージできてないということでござ

いますが、是非もう一度具体的な市内の取り組みを検討いただいて、昨日からの議
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論は、生産者をどう守っていくとか、生産者をどう支援するかというようなお話が

多かったと思うんですが、それも非常に大事なことだと思いますが、先ほど申し上

げましたように、消費者の意識を地元産を購入する消費活動に向けていかなければ、

生産者を守っていくことはできないというふうに思うんですね。あるいは流通とか、

そういう販売とか、それにかかわっておられる人たちもそこに巻き込んでいかなけ

ればならないというふうに考えるわけです。そういう一丸となった取り組みで初め

て成り立っていく問題だというふうに私は考えるわけで、地産地消ばっかり言って

おりますけども、やっぱりそれを進めるために食育ですね、突然振りますけど、健

康福祉部長、食育、市の健康増進課が出しております、これは市民アンケートをと

られたものが食の安心・安全というパンフレットになってあらわれておりますが、

この中にもはっきりと食育という概念の中に、地域で安全・安心なものを食べてい

く必要性というものがうたってありますし、そういうことの大事さですね、それが

宍粟の中で食育活動として展開されているということも承知をしておりますから、

その方面からのバックアップ、あるいは連携とか、そういうものも必要ではないか

というふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（岸本義明君） 健康福祉部長、浅田雅昭君。 

○健康福祉部長（浅田雅昭君） 私ども健康福祉部で主に所管しておりますのは、や

はり市民お一人お一人の健康を第一に考えての食育という観点でございますので、

やはり安全な食材でそれぞれのライフステージに合った食事、あるいは健康づくり

をするということの推進を図っていくということでございますので、また今、食育

計画の見直しも進めておりますので、主な観点はそういう観点で健康づくりを主眼

に今後とも取り組んでいきたいなというふうには思っております。 

  以上です。 

○議長（岸本義明君） ４番、大畑利明議員。 

○４番（大畑利明君） 是非地産地消の追い風になるようにお願いをしたいというふ

うに思います。 

  もう１点だけ、時間ございますのでお願いしたいんですが、いわゆる農産物の自

由化、関税撤廃ということになってきますと、安い農産物が外国からどんどんどん

どん入ってまいります。そういう意味で、フードマイレージ、食物の輸送距離の問

題ですね。ＣＯ２の発生を考えたときに、やはり私は地元のものを食べていくこと

が環境面においても非常に重要であるというふうに考えております。そういう意味

でまちづくり推進部長の見解をお伺いしたいと思います。 
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○議長（岸本義明君） まちづくり推進部長、西山大作君。 

○まちづくり推進部長（西山大作君） 先ほど来、地産地消は非常に大切な議論をな

されております。私の立場からは環境保全あるいは観光の推進という立場から若干

お答えさせていただきたいと思います。 

  先ほど議員おっしゃいましたフードマイレージ、産地と消費のいわゆる運輸、こ

れは非常に大きな産業ですけども、反面、ＣＯ２がまさしく大量に発生しておると

いうことについては、非常に環境負荷が多く発生しておるということについては、

環境主都を目指すところとしては、おっしゃったように地産地消、これは非常に大

切な取り組みだというふうに思っておりますし、また、農地を守ること自体が国土

保全、ひいてはそれに繋がるという一つの大きな環境を守っていくということも認

識をしております。 

  また、観光面におきましても、やはり今一つの例でいいますと、指定管理施設、

第三セクター等におきましても、今なるべく地元の食材を使おうということで原価

率をなるべく下げようという具体的な取り組みで進めていただいております。しか

しながら、課題といたしましては、やはり、まず事業者は経営ということもござい

ます。しかしながら、その逆、そうばっかりも言っておられませんので、指定管理

施設等についてはなるべくパーセントを上げるようなことについては、今も指導し

ておりますし、今後ともそれについては指導をやっていきたいというふうに思って

おります。 

  それとやはり、先ほどおっしゃったように市民の立場、市民の方もやはりこの意

識を変えるということも非常に大切だと思いますし、観光の立場から基本計画に盛

り込んでおりますとおり、おもてなしという顔の見える観光を進めたいということ

でも地産地消は非常に大切な取り組みだというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（岸本義明君） ４番、大畑利明議員。もう時間がありませんので、よろしく

お願いします。 

○４番（大畑利明君） 市長も私も同じ認識だと思いますが、宍粟市の過疎・高齢化、

あるいは若者の定住、あるいは雇用の場、そういうことを確保する意味で、これは

一つのポイントになるんではないかなというふうに考えております。 

  最後に、もう一度市長に地産地消推進計画についてお答えをいただいて、私の質

問を終わりたいと思います。 

○議長（岸本義明君） 市長、福元晶三君。 
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○市長（福元晶三君） 宍粟でとれたものを宍粟で食べるんだと。さらにまた経済の

循環も含めまして、先ほど担当部長が申し上げたとおり、その方向で検討を加えて

いきたい、このように思います。 

○議長（岸本義明君） 以上で、４番、大畑利明議員の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

  午前11時まで休憩とたします。 

     午前１０時４０分休憩 

                                       

     午前１１時００分再開 

○議長（岸本義明君） 休憩を解き、会議を続けます。 

  藤原正憲議員の一般質問を行います。 

  10番、藤原正憲議員。 

○１０番（藤原正憲君） 10番、藤原です。議長の許可を得ましたので、通告してお

りますところの大きく４点について質問させていただきたいと思います。 

  ここまで同僚議員の質問と一部といいますか、ほとんど重複しておりますような

部分がありますけども、できるだけ視点を変えまして質問をさせていただきたいと

思います。 

  それでは、まず、１点目ですけども、平成26年度予算について、質問をさせてい

ただきたいと思います。 

  この10月でしたか、平成26年度の予算編成方針等についての通知といいますか、

通達が各部局長宛てになされております。それによりますと、国県の状況あるいは

本市の現況等を踏まえながら、平成26年度の予算の取り組みついて指示されておる

わけでございます。 

  私は、ここまで本市の組織の見直しや、あるいは公共施設、公民館等の施設の改

修を含め再生、再編あるいは廃止など、過疎化あるいは少子化による人口が減少す

る中で、サービスの質を落とさずに、できるだけ地域の仕組みをうまく、そして小

さくまとめていくことが必要であるんかなあと、このようなことを申し上げてきま

した。 

  この予算編成方針によりますと、全ての事業は優先順位をつけることによって、

限られた財源の中で必要な事業を選別し、事業の廃止あるいは縮小を検討するとの

ことであります。 

  そこで、まず１点目の質問ですが、「選択と集中、生き生きとした地域の創造」
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を重点とした予算とするとのことであります。また、2020年にオリンピック、パラ

リンピックの東京の開催が決定したことによりまして、本市でもスポーツ立市に向

けたまちづくりを積極的に推進するとのことであります。もう少し具体的に市長の

思いといいますか、所感をお尋ねいたしたいと思います。 

  次に、２点目ですけども、本市の組織の見直しについて、お尋ねをいたしたいと

思います。実友議員等の代表質問と一部重複しておりますけども、御了承をいただ

きたいと思います。 

  また、この16日にいわゆる追加議案として組織の見直しといいますか、組織条例

の一部を改正する条例が上程される予定であります。答弁につきましては、差し支

えない範囲で答弁をしていただいたらなあと、このように思うわけでございます。 

  以前の市長の答弁で、合併10年を迎える来年の４月に市民局のあり方も含め、組

織の見直しをしたいということでございました。しかも今年で勇退される、退職さ

れる幹部職員の方が多いと聞いておりますが、事務事業等々に支障を来さない範囲

で対応しながらの組織の見直しになるのではないかなと、このように思っておりま

す。 

  私は、以前から企画と総務を別にして、市民生活部の中にある税務課の事務を総

務部へ、本当に本市にとって一番大きな自主財源である、いわゆる市税の部分をや

はり財政担当部局である総務部で持つべきじゃないかなと。あるいはこれは実友議

員とも重複するんですけども、まちづくり推進部の事務を企画の中に、あるいはま

た今言いました市民生活部とか産業部のほうに振り向けて、いわゆるスリム化とい

いますか、効率化を図るべきではないかなあと、このように思っていたわけでござ

います。その辺の市長の所感をということなんですけども、組織あるいは人事権

等々につきましては、市長の裁量権といいますか、専権事項になりますが、あえて

お尋ねをしたいと思います。 

  それから、次に、３点目の空き家対策について、質問いたします。 

  これも私もここまでたびたび質問をしてきておるわけですけども、現在、空き家

の実態調査をされています。集計中であると思うわけなんですけども、どのような

状況なのか、どう進めるか、また、固定資産税の課税客体としての空き家を考える

ときに、やはり市民生活部のいわゆる税務課との連携もすべきではないかなあ、こ

のように思うわけですけども、いかがでしょうか。 

  また、これも同僚議員からたびたび質疑があったわけですけども、空き家対策条

例、いわゆるこれは仮称ですけども、これについても進捗状況といいますか、どの
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程度進んでいるのか、答弁を求めたいと思います。 

  最後に、大きな４点目の地産地消条例の制定について、お尋ねをいたしたいと思

います。 

  このたび本市の給食センターが、先ほどもありましたけども、栄えある農林水産

大臣賞を受賞いたしました。担当する職員の長年にわたる取り組みとあわせ生産者、

あるいはＪＡの連携と調整の結果であると私は思っております。地産地消による学

校給食に食材を供給するシステム、これも先ほど大畑議員のほうからも質問があり

ましたけども、このシステムをほかにも拡大して、何とか、といいますのは、林業

も含めた林業部門にそれを拡大して対応できないかなあと。このことで答弁を求め

たいと思います。 

  それをまた強力に推進するために、これも２回目の質問なんですけども、地産地

消推進条例を制定できないか、答弁を求めたいと思います。 

  もう一つ、林業について、この間の産建の資料だったと思うんですけども、山崎

木材市場と兵庫木材センターで約18万立米の取り扱いといいますか、取り引きがさ

れているということで、昨日の産業部長の答弁では、これは約20万立米になってい

たように思うんですけども、その辺はたくさんといいますか、大変な量の素材とい

いますか、木材が取り引きがされているわけなんですけども、そのうち先ほどの自

給率ではありませんけども、宍粟材の立木はどれぐらい使われているのか、このこ

とについてお尋ねをいたします。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（岸本義明君） 藤原正憲議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。 

  市長、福元晶三君。 

○市長（福元晶三君） ただいま藤原議員さんから４点、大きな御質問をいただきま

した。私のほうから１点目と２点目の予算、組織について、御答弁を申し上げたい

と、このように思います。 

  平成26年度の予算につきましては、先ほど10月に予算編成方針をつくりまして、

考え方も示す中で、全部局長に通知をして、今現在作業に当たっておるところであ

ります。 

  「選択と集中、生き生きとした地域の創造」、このことをテーマとして、現在先

ほど申し上げたとおり、編成作業を鋭意進めておるところであります。 

  この中で、例えばでありますが、慣例的に行っている事業などは一定所期の目的

を達成している、こういうふうにも考える部分もあります。逆に、効果があまり見
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られないものなど、こういったものもありますし、そういう観点で廃止・縮小を検

討していきたいと、このように考えております。 

  一方で、今日の少子高齢化あるいは過疎化の進展、とりわけ人口減少などによっ

て地域の疲弊や地域力の低下、こういったことが懸念されるわけでありますが、こ

うした地域が少しでも元気になり、それぞれの地域に活力を見出すための契機とな

るような事業、そういうことについては積極的に予算化をしてまいりたいと、この

ように考えております。 

  いずれにしましても、今後進めていく予算編成過程の中で具体的な事業について

は精査をして、今後お示しをしていきたいと、このように考えております。 

  次に、スポーツ立市の関係の御質問であります。 

  常々申し上げておりますとおり、市民誰もが気軽にスポーツに親しんでいただい

て、健康で元気で過ごしていただくことが最も大切であると、このように考えてお

ります。そのことから、今定例会で高齢者あるいは青少年、障がいのある方、こう

いう方々に対するスポーツ施設の減免、このことも提案をさせていただいておると

ころであります。 

  こうした施策を推進していくことに加えまして、2020年に東京でのオリンピック、

あるいはパラリンピックが開催を決定されたところでありまして、国民こぞってそ

のことについて非常に喜んでおる、こういう状況であります。 

  宍粟市としても、現在、特色でありますカヌー競技場、このことを活用した海外

のナショナルチームの合宿誘致でありますとか、あるいは2021年に関西の広域連合

でもう既に開催が決定をなされておりますワールドマスターズゲーム、このことも

あるわけでありますが、私は是非カヌー競技場にこのワールドマスターズゲームの

カヌーの開催、このことについて種目の誘致に取り組んでいきたいと、このことか

ら地域の活性化に繋げていきたいと、このように考えておりますので、いずれまた

よろしくお願い申し上げたいと、このように思っております。 

  ２点目の組織の見直しのことでありますが、既に議案としてもう見ていただいて

おることと思いますが、重ねてよろしくお願い申し上げたいと、このように思いま

す。 

  御指摘にありましたように、「スリム化、効率化」、これは当然図らなければな

らないと、こういうことでありますが、そういう観点でも合併後の組織、私自身も

その一員として務めてきた経験からも含めまして、スリム化、効率化は同感のとこ

ろであります。 
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  しかしながら、市民サービスを効果的に推進する、あるいは行政サービスを落と

さない、こういう観点も大事でありますので、そういったことも十分加味しながら

検討を加えておるところであります。 

  私も就任しまして、この間、職員には元気で頑張ってほしい、あるいは大きな声

で挨拶もしてほしいと、健康にも留意してほしいと、このことも再三申し上げてお

るところであります。そういうことから、市民からの信頼も深まっていくものであ

ろうと、このように思っておりますが、なお、具体的には市民の皆さんには「親

切・丁寧かつ迅速」に対応してほしい、このことも常々お願いをし、今、一生懸命

職員一丸になりながら頑張っておるところであります。今日、行政ニーズも非常に

多様化あるいは複雑化をしておることであります。これらに的確に対応していくた

めには、職員の質の向上はもちろんでありますが、組織を柔軟に見直していく必要

があると、このように考えております。 

  いずれにしましても、これでよいというところにはなかなか至らないとは思うわ

けでありますが、ただいま御指摘いただいたことも含めまして、よりよい組織とな

るよう、さらに努めていく必要があると、このように考えておりますので、よろし

くお願い申し上げたいと思います。 

  残りの御質問につきましては、担当部長より答弁させていただきます。 

○議長（岸本義明君） まちづくり推進部長、西山大作君。 

○まちづくり推進部長（西山大作君） 続きまして、空き家対策につきまして、少し

具体的な数字も入りますので、私のほうからお答えをさせていただきます。 

  夏から自治会長さんはじめ多くの関係の方々に御協力をいただきまして、空き家

の、空き家といいますか、現在使われておらない店舗・家屋等の実態を特別チーム

を編成して調査をしていただきました。現在、使用されていない家屋、工場、店舗

など、数でいいますと1,211軒あったというふうな報告を受けております。これが

全て空き家という位置づけかどうかについては、これから総合的な検証をいたしま

すので、住んでおられないということについては1,211ということで報告を受けて

おります。 

  現在、それの総合的な分析に入っておるところでありますが、あくまでも申し上

げましたように、調査をお願いした職員の外観からの目視でこのたびは判断をして

おります。傷みが激しく、取り壊しが必要であるというふうな判断をした物件が約

100軒あったというふうな報告を受けております。そのうち隣接、いわゆる近所に

迷惑をかけるであろう、非常に危険が及ぶであろうという建物が40軒程度存在する
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というような調査結果が出ております。 

  先ほど申し上げましたように、外観目視でありますので、今後の対応につきまし

ては、条例化を含めて課題として検証していきたいというふうに思っております。

よりまして、現在のところ、その所有者とか、そういう分の公表は全くできない状

況であるということは、御理解いただきたいというふうに思います。 

  これらの分析と対策の検証を行う上で、まず１番に市民の皆さんの意見を十分聞

いて条例制定をする予定でありますが、条例といたしましては、空き家の管理の責

任の明確化、それから個人の財産に対して、市がどこまで介入をできるのか、地元

自治会の役割などについて、慎重に協議をしながら、なるべく早い時期に条例化の

制定をしたい、議案として上程をさせていただく、この予定で進めております。 

  なお、税務課との連携につきましては、今この空き家等につきましては、本市だ

けではなくて、全国的な大きな課題というふうなことで、過日、国のほうでも一定

こういうことの議論を始めようということの情報が入っております。今現在では、

まだ国あるいは県のほうでは情報を収集されているのかなというふうなことを個人

的には思っておりますけども、まだその具体的な内容についてはこちらのほうに来

ておりません。国のほうで検討されております空き家対策制度の動き、これを見な

がら当市といたしましては、指針あるいはこれが法令となるのか、そこらも十分見

極めながら、市の対策として協議の必要が生じた場合には法令の許す範囲で連携を

していきたいというふうに思っておるところであります。 

  以上です。 

○議長（岸本義明君） 産業部長、前川計雄君。 

○産業部長（前川計雄君） 私のほうは、地産地消条例の制定について、関係部局と

してお答えをさせていただきます。 

  現在の給食センターは、御存じのとおり食材供給システムは給食センターが必要

とする食材の中で、地元で調達可能なものについてはＪＡさんや民間卸業者さん等

に依頼し、生産者に生産あるいは集荷をしていただくこととしておりまして、その

結果として地元農産物を約７割強使用している状況は御存じのとおりでございます。  

  このように生産者と販売者、そして消費者としての給食センターが綿密な連携の

もと、身近な生産者を支援し、安心・安全、また顔の見える生産者の農作物を食卓

に届けることが生産者の生きがいと消費者への安心の提供に繋がることと考えてお

ります。 

  このようなシステムを拡大し、地域農林業の推進に繋げるよう考えるためには、
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「地域産業を一体となって推進する」という関係する団体の共通の理念が必要でご

ざいます。また、生産者と消費者を繋ぐ、いわゆるコーディネーター役という推進

母体が必要であると考えております。 

  米の生産調整の廃止という農業政策の大転換期を迎え、また、ＴＰＰ参加となる

と、多国籍企業活動保護のため、競争原理導入も地産地消の推進に少なからず影響

が出るものと危惧しますが、市といたしましては、関係者と協議する場を設定し、

今後に繋げていきたいと考えております。 

  また、林業関係につきましては、現在のところ、宍粟材利活用に対する補助、ま

た公共建築物の利用促進等の要綱を定めて、現在進めている状況でございます。 

  今後の農林業の発展のためには、市、生産者、消費者、さらには事業者が一体と

なり、安定した生産と供給、そして需要、さらには農家におきましては、食育との

連携を図ることが宍粟市の特色ある持続可能な農業の発展及び健康で豊かな市民生

活の実現に繋がるものと考えております。 

  議員御提案の地産地消の条例の制定につきましては、今後、動向を注視する中で、

関係機関、団体、市内部で十分協議の上、論議していきたいと考えております。 

  次に、山崎木材市場と兵庫木材センターで取り引きされている木材のうち、市内

の木材の占める割合についてでございますが、ここ１年間、木材の取扱量は約20万

立米弱となっております。このうち市内の森林から搬出された材は、木材センター、

山崎木材市場、両者に聞き取り調査をしましたところで、概数ではございますが、

約９万立米弱となっております。 

  兵庫木材センターは、県産木材の一大供給基地として整備されたものであり、県

産木材の取引量はここ１年間では約７割となっております。今後におきましては、

施設の整備目的をより達成できるよう、県と連携して成熟期を迎え、伐期を迎えた

市内の林分から搬出の促進の啓発を進めたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（岸本義明君） 10番、藤原正憲議員。 

○１０番（藤原正憲君） それでは、再質問をいたしたいと思います。 

  先ほど市長から丁寧な答弁をいただきました。特にこの平成26年度予算につきま

しては、確かに取捨選択といいますか、選択と集中というんですか、当然必要であ

ると思うわけなんですけども、先ほど特に効果の見出せない事務事業であるとかい

うようなことがあったんですけども、もし差し支えなければ、わかっている範囲内

で取りやめになる部分、あるいは新たにやる部分、こういったところがありました
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ら、お答え願いたいと思います。 

○議長（岸本義明君） 参事兼企画総務部長、髙橋幹雄君。 

○参事兼企画総務部長（髙橋幹雄君） ただいま御質問いただきましたことなんです

けれども、ただいま来年度の予算に向けまして、各部局からの要求をもとに査定を

しているという段階でございます。各部のほうには、スクラップ・アンド・ビルド

というのを原則として基本と考えておりまして、新規事業等を要望する場合には既

存事業の見直しといったものを求めながら進めておりますので、ただいま新規事業、

新たなもの、もしくは見直すものを各部局横断で企画財政課のほうで査定をしてお

るという最中でございますので、現在のところは個々具体的に御説明できる段階で

はないということでございます。 

○議長（岸本義明君） 10番、藤原正憲議員。 

○１０番（藤原正憲君） 合併当時の市長も大変だったと思うんですけども、合併特

例がなくなる、いわゆる福元市長にとりまして一番大切な時期といいますか、本当

に繋ぎの時期と言ったら言葉悪いんですけども、10年、20年のスパンで考えたとき

に、やっぱり今きっちり対応していただかなければ、これ我々もそうなんですけど、

選挙で選ばれるということになると、どうしてもなかなか取捨選択というんですか、

選択と集中というんですか、事業を特に取りやめるというようなことは本当に勇気

といいますか、判断、決断が要るわけでございまして、それにひるむことなく、き

っちりと対応していただきたいなと、このようにお願いをしておきたいと思います。  

  また、別の話なんですけども、オリンピックの開催につきまして、余談ですけど

も、私はちょうど高校生のときだったと思います。当時、旧波賀町内の国道29号線

を聖火ランナーが走ったというのをよく覚えておるわけでございますが、先ほどス

ポーツ立市の話が出まして、いわゆる減免とか障害者の方とか、体の不自由な方に

は減免があるとか、15歳未満ですか、あるいは65歳以上は減免になるとかいうよう

なスポーツ施設の使用のことがあったんですけども、私は、このオリンピックが開

催されるということで、まだちょっと先なんですけども、これを機会に宍粟市の先

ほどカヌーのことがナショナルチームを誘致するとか、そういう市長の答弁があっ

たわけなんですけども、本市内にも本当に優秀なアスリートがいるわけでございま

して、選手がいらっしゃるわけでございます。バレーボールあるいはマラソン、そ

して今言うカヌー、柔道等々本当に優秀なアスリートがいらっしゃるわけなんで、

是非その人らがオリンピックに出場できるといいますか、そういう登録、推薦いう

んですか、そういう体制づくりができないかなあ、それによって宍粟市のＰＲにも
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繋がると思うんですけども、その辺市長、いかがでしょうか。 

○議長（岸本義明君） 市長、福元晶三君。 

○市長（福元晶三君） 当然子どもたちにとって将来に夢を持っていただくためにも

アスリートの育成というのは大事な部分であります。しかしながら、国民こぞって、

あるいは市民こぞって、どういった形でオリンピックを迎えるか、こういうことも、

そういう意味では私は機運を高めていく、このことも大事なことだろうと。これは

市民の皆さんが、今疲弊した今日の中で将来に対して夢を持っていただくんだと、

このことも大事な要素があります。その一つとしては、先ほど申し上げたカヌー、

ワールドマスターズについては誘致を図っていきたい、このことを具体的に進めて

いきたいなあと、このように考えております。 

  あわせて、私は、現在の国道29号線の状況を鑑みると、非常に残念な結果になっ

ておると。そういう観点から見ますと、活性化を図ることが大事かなあと、このよ

うに思っております。先ほどおっしゃった東京オリンピック当時は、多分あれは国

体旗が通ったんじゃないかなと思うんですけども、聖火は通ってないように思うわ

けでありますが、ちょうど私も小学校５年生でありましたので、国体旗については

ついて走ったという記憶があります。 

  私は、可能であれば、国道29号線、鳥取から姫路までありますので、できれば一

つの方向として聖火が通るような動きも今後含めて進めていきたいと、このように

考えておりますので、またいずれ具体的な方向になりますと、また議会とも十分議

論をさせていただきたいと思うんですが、思いはそういう方向で進めていきたいと、

このように考えております。 

○議長（岸本義明君） 10番、藤原正憲議員。 

○１０番（藤原正憲君） 先ほどの答弁の中で若者に夢と希望を持っていただくと、

これは本当に、まさに私もそのとおりだと思っております。特に今回オリンピック

を機会にといいますか、先ほども言いましたけども、波賀にゆかりのある重量挙げ

の選手の方も、前回出られた選手の方もいらっしゃるので、まあまあ是非是非そう

いう対応といいますか、やっていただきたいなあ、このように思うわけでございま

す。 

  この組織のことにつきましては、これはもう先ほど丁寧な説明がありましたので、

答弁がありましたので、これは省かせていただきたいと思います。 

  ただ、先ほど言いましたように、やはり市長の任期、我々の任期も４年ですけど

も、４年というスパンで考えるんではなしに、やっぱり10年、20年という、そうい
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うスパンでの持続可能な行財政運営、いつも市長の頭の中には置いていただきたい

なあ、このように思うわけでございます。 

  空き家対策についてちょっと質問させていただきたいと思うんですけども、先ほ

ど1,211軒ですか、これがあったということで税務課とも調整をするということで

ございますけども、私は、どっちが先かどうかということを考えるときに、やっぱ

り税務課の課税資料というは個人の所有権、それに課税されているということで、

そしてそれに対して前回にも質問しましたけども、市県民税の均等割は4,800円で

すけども、２号該当ということで課税になるわけなんです。だからその辺のとこか

ら整理したらと思うんですけども、いかんせん今課税になっとる件数が前回質問し

たときに160軒余りかなあと思っております。今回調査されたら1,100何ぼあるとい

うことで、いつも佐用町やら神河町の話を出すんですけども、佐用町は宍粟市の半

分ぐらいな人口ですけども、そこには400、 500の２号該当が課税されているという

ようなことで、私はちょっとその辺が縦割りといいますか、もうちっと横断的に横

割りで対応していただかなきゃいけんのんかなあ、このように思うわけでございま

す。その辺どうでしょうかね、やはり私の認識では課税漏れになっているという認

識なんですけども、その辺どのような認識をされておりますか。 

○議長（岸本義明君） 市民生活部長、岸本年生君。 

○市民生活部長（岸本年生君） 以前も藤原議員の御質問にお答えしたかとは思うん

ですが、若干空き家と家屋敷と一緒になっているのかなという感じを受けました、

今の御質問の中で。私どもが持っておりますのは、空き家の情報ではございません。

税務課では空き家であろうが、人が住んでおられようが、家が建っているか建って

ないかというところで賦課をさせていただいております。家屋敷というのは、以前

にも御答弁させていただきましたけども、市民の方の住所がここにないと、宍粟市

にないと、家は宍粟市にあるという方に家屋敷税を掛けさせていただいているとい

う状況の違いがございますので、先ほどまちづくり推進部長が言いました1,000軒

余りの空き家、それと税務課が持っております家屋敷税の数字とはどうしても違う

ところがございますので、御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（岸本義明君） 10番、藤原正憲議員。 

○１０番（藤原正憲君） ちょっとくどいようなんですけども、要するに、私が言い

よんは、家屋敷がある人に対して市県民税がかかると。それから家が建っているの

は、これは固定資産税、建物・家屋の税金であると、これはもう全然別個のもので
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あって、そこに人が住んでいなくて、家があって、屋敷があって、店舗、店舗もそ

うですけども、あった場合には均等割は課税になるわけなんです。私はそれが課税

漏れになっている部分があるんじゃないかなということで、具体的に例を出せと言

われたら、私も出してもいいんですけども、まあそこまではと思っております。 

  この4,800円均等割がかかって、そのうちの1,800円というのが、いわゆる県の税

金でございます。私は、その辺で県レベルで市町村の状況といいますか、比較され

た場合に、これは明らかに数値が少ないじゃないかというような行政指導というん

ですか、監査いうんですか、そういうことはないんでしょうかね。 

○議長（岸本義明君） 市民生活部長、岸本年生君。 

○市民生活部長（岸本年生君） 家屋敷税につきましては、平成25年度で237件、170

人の方を対象として賦課をさせていただいております。前回も藤原議員に申し上げ

ましたけど、もしも、うちのほうで調査が漏れておるというような状況がありまし

たら、情報をいただいたら、また調査もしますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

  以上です。 

○議長（岸本義明君） 10番、藤原正憲議員。 

○１０番（藤原正憲君） それでは、次の質問に入りたいと思います。 

  次の質問もちょっと関連があるんで、もうちょっとあれなんですけども、私は、

それに何でこだわるかといいますと、やはり税金のことばかり言って申しわけない

んですけども、やっぱり課税客体といいますか、市県民税でいえば、今のような２

号該当の家屋や家屋敷、あるいは市県民税でいえば所得の所得割とか、そういうこ

とがしっかり、100％とは言いませんけども、きっちり課税客体として把握されて

いるのかどうか。それが私は一番心配なわけでございます。そしてまた、課税はし

たわ、徴収はできない。だから私は税務課で課税客体の把握と徴収、真ん中の計算

はデータさえ入れればコンピューターが計算してくれますので、昔はそろばんとか

計算機でしよったけども、今はその必要がないんで、やっぱりその辺が一番十分い

ってないんじゃないか、これは私の意見ですけども、十分に把握といいますか、い

ってないんじゃないかなあという思いで、これを質問をさせていただきました。当

然申告、無申告の方、あるいは虚偽の申告をした方には、調査権といいますか、過

料、罰金の法律、地方税法にも規定があるわけなんで、それで対応されていること

と思うんですけれども、私はちょっとその辺が心配なので質問したわけです。これ

は答弁はよろしいですけども。 
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  最後の地産地消推進条例、仮称ですけども、これにつきましては、先ほども大畑

議員のほうから、いわゆる計画というようなことで、若干同じ共通点があるんかな

と。私は、特に90％を山が占めている、そして宍粟市は4,000ヘクタールという大

地主であると。そういうことを考えたときに、やはり財産管理運営面からも産業部

を中心にやはりきっちりとした対応といいますか、が必要じゃないかなあと。 

  昨日の答弁で、モデル林として提供して、モデル何とかいうて、山高とか、そう

いうとこに市有林を提供してやるというようなことで、これは私はええことだなあ

と思うたんですけども、やはり宍粟市の4,000ヘクタールの山がきっちり利活用さ

れないと、なかなか小規模林家といいますか、我々のような小規模林家まではその

影響といいますか、恩典が出てこないと。私はこのように思うんで、地産地消条例、

先ほど９万立米が宍粟市内でいってる。あと11万立米に近いものは市外、岡山、鳥

取から来ているんかなあと、このように思うんですけども、この輸送運賃とか、そ

ういうことを考えますと、やはり地球環境にも優しくない、宍粟市としていわゆる

ゼロエミッションといいますか、環境対策としては先進地であると思うんですけど

も、それに何か逆行しているんじゃないかなと、このように思うんですけども、そ

の辺、宍粟市で、昨日も答弁ありましたけども、ほとんどの山が伐期が来ていると

いうような答弁があったやに思うとんですけども、やはりそれをこのまま放ってお

くと、先ほども防災とか災害のあれがあったんですけども、これはきっちり間伐だ

けは最低しておかなんだら、山は死んでしまうと、そういう認識なんで、また市の

単独補助で何か新たなというような答弁もあったんですけども、この辺ちょっと答

弁を願いたいなと、このように思うんです。いかがでしょうか。 

○議長（岸本義明君） 産業部長、前川計雄君。 

○産業部長（前川計雄君） 先ほど御質問あったとおり、伐期を迎えた山は相当あり

ます。その中で、単年度とか近々で木材を出してしまうと、またいろんなとこで問

題点もございます。出し方については、今、森林組合等々の中で年次的な計画でど

うやっていこうかということと、山の持ち主である方の同意形成も必要でございま

す。そういう中で計画的に出していこうということで、今調整をしているところで

ございます。 

○議長（岸本義明君） 10番、藤原正憲議員。 

○１０番（藤原正憲君） 先ほど市有林が、市の山がいわゆる4,000ヘクほど数字間

違っているかもしれませんけど、4,000ヘクタールぐらいはあるんかなと思うてお

ります。これを我々個人というか、生産森林組合というんですか、固定資産税を負
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担するとすると、約2,200万円ぐらいな税金が年間にかかるんかな、固定資産税が

かかるんかなと思います。だから、そのことを思うとやっぱり本気になって財産管

理ということには取り組んでいただかなければ、個人の、民間の山林所有者はなか

なかそこまで踏み込めないと思うんで、今後きっちり検討していただいて、対応し

ていただいたらなあ、このように思います。 

  時間も来ましたので、間もなく市長も２年目が来るわけでございますけども、予

算もいよいよ福元カラーを出していただきながら、持続可能な行財政運営に力いっ

ぱい頑張っていただきたいなあ、このように申し上げまして、私の質問を終わりま

す。 

○議長（岸本義明君） 以上で、10番、藤原正憲議員の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

  午後１時まで休憩いたします。 

     午前１１時３８分休憩 

                                       

     午後 １時００分再開 

○議長（岸本義明君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

  引き続き、一般質問を行います。 

  山下由美議員の一般質問を行います。 

  14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） 14番の山下です。一般質問を行います。 

  まず最初に、わかりやすい福祉サービスの案内冊子の作成をということで行いま

す。 

  宍粟市民が保健・医療・福祉のサービスが必要になったとき、どのようなサービ

スが使えるかをわかりやすく説明した冊子が宍粟市には今ありません。このような

暮らしのガイドブック、これが平成25年、今年の１月に発行されてはおりますが、

これは暮らし全般にわたるものであって、福祉サービスを必要とする人のためにわ

かりやすく説明したものではありません。福祉サービスを必要とする人のための案

内冊子を早急につくるべきであると思います。また、内容も全ての人にわかりやす

く、役に立つものにするべきであると思います。 

  先日、福崎町に行きまして、市民向けの「サービスのしおり、福崎町の福祉」、

このような冊子を見て、あっ、これはすごいなというふうに感じましたので、紹介

させていただきたいと思います。 
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  これは、保健・医療・福祉のみの説明で91ページを費やしております。まず、扉

をあけますと、「町民の皆様お一人お一人が保健・医療・福祉のサービスを必要と

されたとき、いつでも気軽に迷わずにその必要なサービスを利用いただけるよう、

作成いたしました。御活用くださいますようお願いいたします。」、そのように開

いたところに書いてあります。 

  そして、内容も非常にしっかりと網羅してありまして、福祉の窓口から老人福祉、

心身障害者（児）の福祉、また生活保護、児童福祉、国民年金、医療、国民健康保

険、介護保険、保健事業、また社会福祉協議会で使えるサービス、それからシルバ

ー人材センターで使えるサービス、ありとあらゆるここの町民が使えるサービスが

網羅されております。それもわかりやすく書いてあります。そして、最後のページ

には、このように封筒と便箋がついておりまして、このサービスの冊子を見て、要

望とか、また困り事とがありましたら、また改善要望とかありましたら、皆様の意

見を是非お聞かせくださいということで、丁寧に封筒と便箋までついております。

私は、このような冊子を宍粟市もつくるべきだと思います。市長のお考えを伺いま

す。 

  続きまして、５歳児健診の早期実現をについて、質問いたします。 

  私は、９月の議会におきましても、この５歳児健診の早期実現を求めております。

５歳児健診によりまして、軽度発達障害の子どもの早期発見ができ、適切な支援に

より生きづらさを軽減し、その子どもの得意なところを伸ばし、自身を持たせるこ

とができるからであります。わからないままに放置すれば、無理をして頑張り続け、

やがて自暴自棄になったり、引きこもったりすることが多くあります。普通の生活

ができなくなります。早期発見と支援が本当に大切であります。 

  御存じだとは思いますが、兵庫県では、平成23年度から５歳児健診を進めており、

モデル市町を募集され、平成23年度から25年度までに既に17市町が新たに５歳児健

診を始めております。県から費用の補助も出ております。 

  兵庫県の平成24年度の実績を紹介したいと思うんですが、モデル市町といたしま

して12市町、実施期間が平成24年４月から平成25年３月まで実施しております。そ

の結果といたしまして、保育所、幼稚園を通じて保護者に問診表を配付し、2,852

人にスクリーニングを実施、370人を抽出した。相談希望の子どもも加え、214人が

相談に参加し、うち192人に支援が必要となった。これまでの健診で把握されなか

った子どもは91人いたという結果であります。そして、評価といたしまして、結果

として初めて把握された子どもが全体の91人もあり、５歳児時点での相談を行う意
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義があったというような評価がなされております。 

  私は、この５歳児健診を早く実現するべきであると思います。市長のお考えを伺

います。 

  続きまして、介護保険、要支援者の保険外しへの対応はという質問をいたします。 

  政府・厚生労働省は、介護保険で要支援と認定された人へのホームヘルパーによ

ります訪問介護と利用者が施設に通われております通所介護の保険給付を廃止し、

市町村の事業に移行するという方針を現在出しております。 

  早急に要支援１・２という認定を受けておられる方やその家族、また、対象とな

る利用者の意見を聞き、対応を考えていく必要性を感じております。市長はこのこ

とについて、どのようなお考えをお持ちか、また、どのように対応していかれるの

かをお答えください。 

  最後４点目でありますが、生活保護を初めとする社会保障の引き下げから市民を

守る施策をという質問をいたします。 

  生活保護基準が引き下げられたことにより、最低賃金や住民税非課税限度額の算

定、就学援助など市民の生活を支えるさまざまな制度に連動し、その利用者に深刻

な影響を与えることになります。生活を支える制度から外れる人たちの意見を聞い

たり、対応を考えていったりしなければなりません。市長のお考えをお尋ねいたし

ます。 

  以上、４点で１回目の質問を終わります。 

○議長（岸本義明君） 山下由美議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。 

  市長、福元晶三君。 

○市長（福元晶三君） ただいま４点の御質問をいただいております。私のほうから

は、３点目と４点目の要支援の関係、あるいは生活保護の関係について答弁をさせ

ていただきたいと、このように思います。 

  先ほどありました要支援１・２の問題についてのことを含めてでありますが、御

承知のとおり、現在、介護保険制度の見直し、国においてもなされておるところで

あります。その中でも要支援者に対する訪問介護と通所介護を地域支援事業に移行

し、新しい形での事業を平成27年４月から実施し、市町村の移行期間を考慮して、

平成29年４月には全ての市町村で実施することが適当であるとの案が示されておる

ころであります。 

  市におきましても、国のこういった議論の推移、そういったものを十分注視しな

がら、効率的な効果的なサービスが提供できる、こういったことも考えなくてはな
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らないのかなあと、このように思っておりますが、そういった意味において、介護

保険事業計画策定、このことの中で制度に沿った対応をとる、そのように考えてお

るところであります。 

  ただいまの御質問の意図も十分理解しながら、今後、その計画策定の中でもそう

いったことも含めて議論をしていきたいと、このように考えております。 

  次に、生活保護の引き下げ、社会保障の引き下げ、これから市民を守る施策をど

う考えておるかと、こういうことであります。 

  保護が必要な人には確実に保護を実施する、このことは当然でありますが、必要

な相談などの支援が行えるよう、現在民生委員さんでありますとか、児童委員さん

をはじめとして、また、市の社会福祉協議会あるいは各関係とも連携して現在いろ

んな支援に当たっておる状況であります。 

  近年の経済の停滞でありますとか、こういう状況を鑑みまして、ある意味のワー

キングプアと言われている、いわゆる働いているにもかかわらず、生活に困ってい

る方が増えている状況は御承知のとおりだと、このように思っておりますが、いわ

ゆる生活保護を必要とする状態になる前の段階で、早期に支援を行う、あるいは支

援などを行いながら、生活の再建、そこまで踏み込んだサポートを行政が中心とな

って、あるいはリードしながら行うことが大切だと、このように認識をしておりま

す。 

  今後もこれまでの取り組みをさらに進めながら、新たな制度のもとで、本当に生

活に困っている市民の皆さんの支援、こういったことについては進めていきたいな

と、このように考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

  あと残り２点については、担当部長から答弁をさせていただきます。 

○議長（岸本義明君） 健康福祉部長、浅田雅昭君。 

○健康福祉部長（浅田雅昭君） それでは、私のほうから具体的なことでございます

ので、福祉サービスの案内冊子と、それから５歳児健診の関係につきまして、お答

えをさせていただきたいと思います。 

  今もございましたように、案内の情報につきましては、市政全般の行政情報であ

るんですけども、暮らしのガイドブックの中にも入れておりまして、また、各福祉

の事業ごとにパンフレット等々を作成いたしまして、利用者の方々に配付・説明を

しているところでございます。今回議員御提案の冊子につきましては、今後どのよ

うな方法がいいのか、一つにまとめるのがいいのか、個別のほうがいいのか、また

暮らしのガイドブックも既に発行しておりますので、そのことも含めて作成に向け
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た取り組みを行っていきたいなというふうに思っております。 

  ただ、当然、福祉のサービスの提供に当たりましては、それぞれお一人お一人の

必要なサービスを調整して提供するというのが必要でございますので、その部分に

つきましても相談業務を中心に実施していきたいということについては、今後とも

変わりはございません。 

  続きまして、５歳児健診のことについてでございますけれども、いわゆる５歳児

健診及びその結果に基づく５歳児の発達相談の実施につきまして、特にこの実施に

つきましては、先生の確保が、これは必要不可欠でございますので、今その点につ

きまして医療機関ともいろいろとお願いも行っております。また、実際に実施する

に当たりましては、保健師の研修も必要でございますので、今現在、保健師の研修

あるいはまた保育所なり幼稚園等々への協力依頼も行っており、できれば平成26年

度に実施したいということで、今その準備を進めております。 

  以上でございます。 

○議長（岸本義明君） 14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） それでは、まず最初に、わかりやすい福祉サービスの案内

冊子の作成を、これにつきまして再質問をさせていただきたいと思います。 

  先ほど作成に向けた取り組みをこれから行っていくということで、本当によりよ

いものを早くつくってもらいたい、そのように思います。 

  ちょっとつけ足しておきたいんですけれども、今、この宍粟市にも他市町にはな

いような独自の福祉サービスがあります。しかしながら、わかりやすい福祉サービ

スのしおり、これがないために、案外知らない方、これが多いです。 

  例えば、先日、寝たきりの家族の人を介護されておられます私の友人が、紙おむ

つ代が高くて困っていたら、宍粟市では介護用品を買うために、年額１人当たり10

万円支給してもらえるということがわかって、本当に助かった。このように言って

おられました。もっとみんなに広げたいとも言っておられました。 

  宍粟市には、このように近隣の町にないような独自のサービスがあります。ちょ

っとここでほかにこの宍粟市独自のサービス、これがどのようなものがあるのか、

お答えください。 

○議長（岸本義明君） 健康福祉部長、浅田雅昭君。 

○健康福祉部長（浅田雅昭君） 今、各それぞれ世帯のほうにもお配りしておりまし

た暮らしのガイドブックの中にも載せております、例えば医療器具のキットであり

ますとか、それから福祉電話の関係とか、いろんなこともございますので、個々具
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体的にはたくさんありますので、もし今日この場で全てのお答えはなかなかできま

せんけども、そんなことの中身も含めて暮らしのガイドブックにもある程度載せて

おりますし、それから、冒頭申しましたように、個々の制度につきましては、その

事業ごとにパンフレット等も作成もして、説明もさせていただいておりますので、

ということでございます。 

  以上です。 

○議長（岸本義明君） 14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） 確かに暮らしのガイドブックにも載ってるんですけど、ほ

んの数行で、非常にわかりにくいわけなんです。もう少し支給額とか、もうちょっ

と詳しい内容を書いていただいたら、もっと多くの人が利用できると思うんです。 

  先ほども言われたように、市独自のサービスといたしましても、詳しく書いたら、

市民の方が喜んでくださるサービスがたくさんあるので、この冊子作成に当たりま

しても、そういうふうなところも本当に詳しく市民の方が見られて安心できる、今

宍粟市は高齢化率も非常に高くなっております。また、障がいがあられる方、障害

者手帳を持っておられる方、療育手帳を持っておられる方、それから手帳等は持っ

ていないけれども、行きづらくて福祉サービスを利用したいと思っておられる方、

また、こんな福祉サービスがあるんやなというふうに、その冊子見たら安心して暮

らせる、そういうふうな方が増えるように、本当に充実したしっかりした、わかり

やすい福祉サービスの案内冊子を作成に向けてこれから取り組むということなので、

しっかりと取り組んでいただきたい、そのように思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（岸本義明君） 健康福祉部長、浅田雅昭君。 

○健康福祉部長（浅田雅昭君） どういうものになるかも含めて十分検討したいと思

います。 

  以上です。 

○議長（岸本義明君） 14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） 続きまして、５歳児健診の早期実現をということにつきま

して、再質問をさせていただきます。 

  これも平成26年度中に取り組むということで、私は本当にうれしく思います。そ

こでちょっとお尋ねしておきたいんですけども、この５歳児健診につきましては、

６月議会で西本議員も提案されました。そして、９月、12月と私が提案しておるん

ですけれども、その間、部長は調査研究を進めていきたいという回答もくださって

おりました。今現在、どのぐらい調査研究が進んでおって、どのような方とともに
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進めておられるのか、それを少し聞いておきたいと思うのですが、どうでしょうか。  

○議長（岸本義明君） 健康福祉部長、浅田雅昭君。 

○健康福祉部長（浅田雅昭君） それぞれの議会での御質問の中でもお答えをさせて

いただいたかなと思います。この事業を進めるに当たっては、やはりお医者さん、

先生の確保が１番でございますので、そのことも含めて調査研究もさせていただき

たい。その実施の方法、中身ですね、中身も含めて調査・研究もさせていただきた

いというお答えもさせていただきました。 

  この間、実施に向けて、今言いましたように、先生の確保について今医療機関と

調整を行っております。それから、実施するに当たってはどういう方法で、問診表

等をどういうふうにしていくのかということもありますし、それから、直接かかわ

ります保健師がその内容、それからスクリーニングを行うにあたって、どういうふ

うにするのかということの研修も必要でございますので、その点につきましても、

今順次、保健師の研修も行っているという状況で今進めております。 

  以上です。 

○議長（岸本義明君） 14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） しっかりと進めていってもらいたいと思います。 

  そして、その後の支援・療育、これについてもしっかりと研究・研修してもらい

たいと思いますが、いかがですか。 

○議長（岸本義明君） 健康福祉部長、浅田雅昭君。 

○健康福祉部長（浅田雅昭君） 御質問のこの５歳児の健診につきましては、その目

的がいわゆる発達障害の早期発見と、それから早期対応というのが大きな目的でご

ざいますので、その観点で今準備を進めておりますので、また、いろいろ御協力を

お願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（岸本義明君） 14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） 続きまして、介護保険の要支援者の保険外しへの対応はと

いうことで、再質問させていただきます。 

  当局よりいただきました資料によりましたら、現在、宍粟市には要支援１・２の

認定者合わせて594人いらっしゃいます。そして、そのうち訪問介護によりますヘ

ルパーさんを利用されておられる方が111人、また、通所介護、デイサービス、こ

れを利用されてる方が150人、合計261人の方が利用されておりますが、この261人

の人たちが今使っておられるサービスなんです、事業所によります。これが使えな
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くなる、そういう認識でいいんでしょうか。お答えください。 

○議長（岸本義明君） 健康福祉部長、浅田雅昭君。 

○健康福祉部長（浅田雅昭君） 今回、国が見直しを進めております、今、案として

出てきておりますのは、今議員おっしゃったとおりです。要支援の部分については

市町村事業に移行していこうという案が提示されております。 

  これは、どういうことかといいますと、御存じと思いますけれども、今現在は介

護給付費の中で対応していると。これを介護給付・予防給付費の中から外して市町

村事業に移行でございますので、使えなくなるということではないと捉えておりま

す。いわゆるその財源をどうするかというとこに変わっていくと。その具体的な中

身についてはまだ示されておりませんので、具体的なとこまでは承知はしておりま

せんけども、今現在、申し上げた内容であると認識しております。 

  以上です。 

○議長（岸本義明君） 14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） そこで、私は是非とも当局に伝えておきたいんですけども、

この訪問介護、ホームヘルパーさんの訪問、あるいは通所介護、デイサービス、日

帰り介護、これは本当に専門性の要る仕事なんであります。例えばちょっとここに

新聞記事があるんですけども、私も実は社会福祉協議会で５年間ヘルパーを経験し

ております。そして、これ神戸新聞に藤原るかさん、この方、東京の方なんですけ

ども、ともにホームヘルパーをやってきた仲間であります。この方が書いておられ

ることをちょっと読んでおきたいんです。 

  生活援助は誰でもできる仕事と誤解されがちですが、単に家事をこなせばいいと

いうものではありません。高齢者一人一人の心身の状態を見守り、暮らしぶりを丸

ごと受けとめながら一緒に進めるのが原則です。例えば訪問先で煮物の調理を頼ま

れた場合、ヘルパーが自分のやり方でさっとつくってしまうのではなく、なるべく

御本人が調理に参加できるよう働きかけます。そうすることで、少しでも心身の機

能が低下しないよう、介護予防に繋げます。食べて、寝て、排せつしてと変化のな

い高齢者の暮らしに寄り沿う中で、いち早く異変を察知するのも生活援助に入るヘ

ルパー、みそ汁の味つけや部屋の散らかりぐあいなど、ちょっとした変化に気づき、

専門職としての認知症や体調悪化の兆候をつかむことも珍しくありません。生活援

助を介護保険サービスから外してしまうなら、介護度が重くなる高齢者が増えるの

は目に見えています。これだけ専門的な援助をこれから市が担わなければならない、

どうすればいいかということはしっかり考えてもらいたいんです。 



－165－ 

  また、デイサービスのほうですけれども、こちらも今、市役所のロビーに作品展

が行われておりますよね。この作品を見られても、その専門性の一端が伺えますよ

うに、本当に簡単にできる援助ではありません。また、入浴やバランスのとれた食

事をとる唯一の場になっている。このような方もたくさんいらっしゃいます。私は

市長に本当に専門性の必要な大事なお金もかかる援助だということをしっかりと知

っておいてもらいたいと思います。どのように思われますか。 

○議長（岸本義明君） 健康福祉部長、浅田雅昭君。 

○健康福祉部長（浅田雅昭君） 今、この要支援の方々については、予防給付という

ことでいろんな介護予防のサービスの活用をしていただいておりますので、その部

分については十分この事業の大切さというのは承知しております。 

  ただ、今、国が議論しております中身については、それを介護給付費で行うのか、

違うとこで行うのかという議論のことでございますので、その事業実施に当たって

は、今後国のほう、いわゆる介護保険部会の中でもそのガイドラインづくり、いわ

ゆる自治体間格差という声も指摘されておるように聞いておりますので、そのガイ

ドラインも含めて国から示されてこようかと思います。その点も踏まえまして、宍

粟市として十分効果的・効率的なサービスが提供できるような事業体系はつくって

いこうというふうには考えております。 

  以上です。 

○議長（岸本義明君） 14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） では、時間がありませんので、次に移らさせていただきま

す。 

  次、生活保護基準の引き下げなんですけれども、今回の削減は1950年に現行の生

活保護制度となってから、前例のない規模での削減となります。平均6.5％、最大

10％もの引き下げとなっております。 

  また、これが生活保護を利用しておられない方、ここにも大きな影響がある、こ

れが大きな問題であります。 

  厚生労働省は１月31日に、生活保護基準の見直しに伴い影響が及ぶほかの制度に

ついてを発表しております。最も大きいのが来年度から住民税の非課税基準が変わ

り、非課税世帯から課税世帯になってしまうという影響であります。地方税法によ

って非課税基準限度額は生活保護基準と連動しているからであります。非課税世帯

から課税世帯になると、地方税の支払いとともに膨大な負担増が押し寄せます。医

療費の自己負担限度額、70歳未満は上限３万5,400円が８万100円以上に増えます。
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また、保育料、３歳児未満は 7,650円から１万 5,600円になります。３歳児以上は

5,100円から１万3,200円になります。また、介護保険サービスの自己負担限度額、

上限２万4,600円が３万7,200円になります。障害者の入所サービス料負担なしから

上限３万7,200円をはじめ多くの負担増が待ち受けております。 

  また、就学援助にも深刻な影響を及ぼします。宍粟市では、就学援助が受けられ

る所得水準を生活保護基準の2.6倍としております。生活保護基準の引き下げによ

って就学援助が受けられなくなるという世帯が生まれてまいります。最低賃金も生

活保護基準に連動しております。最低賃金法９条によりまして連動しております。

生活保護基準の引き下げで最低賃金が上がっていかないというような状況が生まれ

てまいります。 

  このように言われておりますが、これが本当に宍粟市民の生活に降りかかってく

るのかどうか、お答えください。 

○議長（岸本義明君） 健康福祉部長、浅田雅昭君。 

○健康福祉部長（浅田雅昭君） 今回の生活保護の中の生活扶助の見直しということ

で、８月から扶助費が変わっておりますけども、宍粟市におきましては、この生活

扶助の見直しに伴いまして、生活保護が廃止になったケースはございませんので、

この今回の見直しにより影響はございませんでした。 

  以上です。 

○議長（岸本義明君） 14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） それは今回の見直しであって、私が先ほど質問申し上げた

のはう、これからなんです。これから先ほど言ったようなことが宍粟市民に降りか

かってくるのかどうかをお答えかください。 

○議長（岸本義明君） 健康福祉部長、浅田雅昭君。 

○健康福祉部長（浅田雅昭君） それぞれお一人お一人、また、世帯の収入というの

は年々異なってこようかと思います。また、国においては社会保障と税の一体改革

ということで、いろんな分野の見直しも行われております。ですから、その関係も

含めて、やはり今回の生活保護の生活扶助の基準の見直しによって直接的に全て影

響があるかどうかというのは、これはなかなか言えないものであろうかと思います。

このほかの部分についてもいろんな福祉制度も含めて、今、国のほうでいろいろと

議論されているという状況でありますので、それを総合的に判断する必要があると

思っております。 

○議長（岸本義明君） 14番、山下由美議員。 
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○１４番（山下由美君） もう一度お尋ねいたします。先ほど私が言いましたような

ことは、この宍粟市では起こらないとおっしゃるんですか。 

○議長（岸本義明君） 健康福祉部長、浅田雅昭君。 

○健康福祉部長（浅田雅昭君） それぞれ今回の生活保護の基準の改定については、

この８月から順次行うということでございますので、例えば新規の申請に対する認

定の基準については、この新しい改定の基準で行われますから、それに基づいて生

活保護が認定されるかどうか、また、それぞれほかの制度につきましては、今まだ

具体的に制度の改正が連絡が入っておりません。例えば税の関係についてもどうな

るかという情報も入っておりませんので、ここで影響についてお答えができる状況

ではございません。 

  以上です。 

○議長（岸本義明君） 14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） 非常に市民に影響することですので、早くしっかりと本当

の答えを出していただいて対応していかなければならないと思うんです。 

  私は、最後に市長にお尋ねしたいと思うんですけれども、このように生活保護基

準の引き下げに伴って、さまざまな制度によります減免制度とかがなくなって、非

常な負担が増えてくる。また、来年４月からの消費税の引き下げ（後刻訂正発言あ

り）で本当に市民の生活で苦しくなってくると思います。 

  先ほど市長、お答えくださいましたが、生活に困っている人の支援、これを進め

ていきたい、そのように言われておりましたけれども、早く具体化しなければなら

ないと思います。どうでしょうか、お答えください。 

○議長（岸本義明君） 市長、福元晶三君。 

○市長（福元晶三君） この生活保護の基準が引き下げられることによって、全体に

どういう影響が出るのか、このことをもう少し精査しながら、今おっしゃったこと

も含めて検討を加えていきたいと思います。 

○議長（岸本義明君） 14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） すみません。先ほど消費税の引き下げと言いましたが、ち

ょっと時間がないので慌てておりました。消費税の引き上げです。非常に生活が皆

さん困られます。本当に具体的な施策を一日も早く、しっかりと今の市民の現状を

つかむ、そういうことが本当に大事だと思います。 

  以上です。 

○議長（岸本義明君） これで、14番、山下由美議員の一般質問を終わります。 
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  続いて、小林健志議員の一般質問を行います。 

  ５番、小林健志議員。 

○５番（小林健志君） ５番、小林でございます。議長の許しを得ましたので、一般

質問を行います。 

  しーたん通信についてと、市内の宝物の保護ということで、２件について質問を

させていただきます。しーたん通信につきましては、これで４回目でございます。

明快な答弁をお願いいたします。 

  しーたん通信について再度質問をさせていただきます。 

  しーたん通信は、いまだ相も変わらずふぐあいが起きています。今後、どのよう

な対処をされるのか、お伺いをします。 

  メディアトライとの担保責任がいつまであるのか。また、ふぐあいの起きた数も

詳しくお知らせください。 

  電気工事の方々のお話です。器具はメディアトライから工事関係者に直接送られ、

家庭に行って取り替えをするということでございます。そして、１台取り替えをす

ると2,500円いただけるんだというふうにお聞きをいたしました。メディアトライ

の全額負担であるのか。また全額負担となっても、それはいつまで続くのか疑問に

思っております。つけ加えて答弁をしていただいたことをここでお話をしておきま

す。 

  宍粟市とメディアトライが了承した日から１年とする。協議認定書を締結してい

ると答弁で聞いておりますので、それ以外にこれが続くなら、どういうふうな形で

解決をされるのか、お聞きしたいと思います。 

  続きまして、市内の宝物の保護についてでございます。 

  平成24年度、25年度と、しそう元気げんき大作戦事業として地域自治会などに特

色のある地域づくりがなされ、平成25年度では、補助金2,350万円が組まれており

ます。地域の発見とはいかないかもしれませんが、私が時々猟をする関係で警察の

ほうにちょこちょこ顔を出します。そこでお聞きするのに、刀剣類などが届けられ

るということがあるそうです。その刀剣類といいますのが、いわゆる当主が亡くな

り、当主とは限りませんけども、家庭で好きな方が亡くなられて、家庭では不必要

になったものだと思います。それをできれば警察のほうでは「歴史資料館に寄附を

されたらどうですか」というふうな声をかけておりますというふうに聞きました。 

  そこで、文化財また美術品が非常に宍粟には数多くあると思います。そして、古

美術のほうも眠っているんじゃないかなと、そういうふうに予測をするわけでござ
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います。市として歴史資料館でもよい保管場所を設け、市民に呼びかけをし、宍粟

の宝として大事に保管・展示されてはいかがでしょうか。この予算を利用できない

ものか。このこともお伺いをいたします。 

  第１回目の質問といたします。 

○議長（岸本義明君） 小林健志議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。 

  教育長、西岡章寿君。 

○教育長（西岡章寿君） 市内の宝物の保護をという小林議員の質問につきまして、

お答えをいたします。 

  刀剣などにつきましては、鉄砲刀剣類所持取締法及び軽犯罪法により、所持を禁

止または制限をされているところであります。ただし、刀剣類で所持を希望される

場合は、県の教育委員会で審査を受け、登録することで所持ができるようになって

おります。 

  そのような中、寄附を申し出ていただける方もありますが、個人の財産として持

っておられる場合、また金銭的に価値があるものが多くて盗難の危険性もあり、大

切に保管され、表に出てこなくて眠っているものもたくさんあるのではないかと推

測しております。 

  市といたしましては、歴史的なものや美術品として価値あるものにつきましては、

学芸員や専門家により調査いたしまして、さらに文化財審議委員会で審議いただき、

市の指定文化財として保護をしたり、さらには寄附を申し出いただいた場合につき

ましては、価値等を確認した上で必要なものにつきましては受け入れをしていきた

いと思っておりますし、実際に受け入れも行っております。 

  また、刀剣類の保管・展示場所につきましては、湿度などの管理が必要で、現在

は先ほど言っていただきましたように、保管・展示ケースのあるたたらの里学習館

及び湿度・温度を管理機能収蔵庫があります歴史資料館で保管・展示をしているの

が現状であります。 

  それから、美術品・さらに古美術品につきましては、美術館等の保管・展示施設

が市内にはありませんので、その保存等は市としましても課題であると、このよう

に思っております。 

  最後に、市民への呼びかけにつきましては、呼びかけ収集することについて、慎

重に方法や、さらに管理保管についても今後研究していきたいと、このように考え

ております。 

  その他の質問につきましては、参事及び担当部長からお答えいたします。 
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○議長（岸本義明君） まちづくり推進部長、西山大作君。 

○まちづくり推進部長（西山大作君） 先ほど教育長の御答弁ありました関連で市内

の宝物、この宝物取り扱いについて、しそう元気げんき大作戦、この事業を活用で

きないかなという御質問であります。関連がありますので、私のほうからお答えを

いたします。 

  しそう元気げんき大作戦事業は、自治会、各種団体などがまちづくり計画に基づ

く事業として、それぞれの地域のコミュニティーの充実を図るために自主的、主体

的に取り組む事業に対して助成をするという目的の事業でございます。 

  そのため、市が事業主体となっている場合は基本的には該当はいたしません。し

かしながら、先ほど申しましたように、地域、自治会、それぞれの団体等が主体と

なりまして眠っている地域の宝物を生かしたまちづくり、コミュニティーの形成を

進めるための事業であれば適用することは可能かと考えております。 

  あくまでも地域の主体的な取り組みであるかどうか、地域の宝を活用した結果、

どのように地域が変わっていくのか、元気になっていくのか、そこが重要なポイン

トであるというふうに考えております。具体的な取り組み等がありましたら、また

担当のほうへ御相談をいただけたらと思いますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

○議長（岸本義明君） 参事兼企画総務部長、髙橋幹雄君。 

○参事兼企画総務部長（髙橋幹雄君） それでは、しーたん通信機器の御質問につい

てお答えいたします。 

  しーたん通信につきましては、運用開始以来、ふぐあいが生じておりまして、市

民の皆様に御迷惑をおかけしておりますこと、誠に申しわけなく思っております。

心からおわびしたいと思います。 

  まず、御質問のふぐあいの起きた件数でございますけれども、平成22年１月にし

ーたん通信の運用開始しまして以来、本年 10月末までの累計は1,402件となってお

ります。これを年次別で見ますと、平成21年度、これは平成22年１月に供与開始し

ておりますので、３カ月だけですけれども、６件、平成22年度311件、平成23年度

361件、平成24年度542件、平成25年 10月末現在まで182件という数字になっており

ます。 

  平成24年度に件数が多くなっておりますのは、各自治会長さんに御協力をいただ

きまして、市内全戸を対象にいたしました動作確認チェックシートを各戸に配布い

たしまして、一斉点検をさせていただいた結果、多くのふぐあいを発見したもので
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ございます。 

  次に、メディアトライの担保責任がいつまであるのかということでございますけ

れども、当初の契約では機器引き続き渡しの日から１年間となっておりましたが、

ふぐあいの件数が多いことから、機器の耐用年数である７年というのを目いっぱい

な期間である７年まで延長させておりまして、７年間はメディアトライが無償で修

理交換等を行うことになっております。 

  今後の取り組みにつきましては、ふぐあいの発生状況を今後も十分に注視いたし

まして、無償期間のうちに再度一斉点検を実施するなど、ふぐあいの発生を減らす

ようメディアトライに求めていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（岸本義明君） ５番、小林健志議員。 

○５番（小林健志君） どうもありがとうございます。大変な数のふぐあいでびっく

りをしております。このふぐあいになったスピーカーといいますか、器具を会社に

持ち帰って、どこが悪かったんだと、ここが悪い、あそこが悪いというふうな原因

不明というふうな形で電気屋さんは何も知らないんだということを聞きましたです

ね。そういうこともやっぱり突きとめていただいて、しっかり調べていただきたい

なと思います。 

  ７年間というのは平成22年から開始してですか。もう一度聞くんですが、この平

成25年から７年間ですか。 

○議長（岸本義明君） 参事兼企画総務部長、髙橋幹雄君。 

○参事兼企画総務部長（髙橋幹雄君） まず故障の原因ですけれども、メディアトラ

イのほうで原因結果の分析をお願いしておりまして、１件１件につきまして原因を

調査するということで、随時報告もいただいておるという状況になっております。 

  それから、７年間ということですけれども、これは機器引き渡し後７年間という

ことでございますので、最初に導入した時期が４回に分かれております。一番最初

に導入した機器につきましては、平成28年３月、一番遅く導入しましたもので平成

29年３月というのが期限となっております。 

○議長（岸本義明君） ５番、小林健志議員。 

○５番（小林健志君） ということは、もう早い人でしたら２年あるかないかぐらい

なことになるんでね、これは非常に心配だと思うんですけども、徹底してやっぱり

調査をしていただいて、そのふぐあいが起きる前に調べていただくくらいの、いわ

ゆる調査をしていただきたいなと、このようにお願いします。 
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  通信につきましては、これで置かせていただきます。 

  続きまして、宝物のほうなんですが、教育長の言われること、よくわかるんです

が、非常に宍粟にも珍しいものがたくさんあるそうです。なかなか出していただけ

ないとは思うんですが、城下町で商店街があるのはこの山崎だけだそうです。これ

全国でですね、非常に珍しいまちだというふうにも聞いております。また、姫路城

のほうのお城のほうに展示してある、いわゆる古美術ですね、そういうようなもの

も宍粟からかなり出ておるというふうに聞いております。そういうふうな形でお隣

の大原へ行きますと、宮本武蔵の出生の地というふうな形でいろんな展示品がある

わけで、やっぱり歴史のまちとして、そういうふうな場所をつくるべきじゃないか

なと思うんですね。 

  そのために、買うということになると、莫大なお金も要りますんで、たまたま私

がそういう警察のほうへ行きましたら、いやもうこれどうも家では物騒で持ってお

れんのじゃと、どないどならんかなというふうな方がおられますんで、まだまだお

られるんじゃないかなということで、こういう質問をさせていただきました。 

  そういう場所がいわゆる千種のほうに、たたらの里で新しい刀を打ってもらった

展示の場所もあるんですが、できればこの山崎のほうにもあってもいいなという考

えでございますので、そのことについて市長、どうですか、お伺いいたします。 

○議長（岸本義明君） 市長、福元晶三君。 

○市長（福元晶三君） 刀につきましては、先ほど教育長が申し上げたとおり、これ

までも数件そういった寄附の申し出がありまして、現在もたたらの里でありますと

か歴史資料館でも展示をしておる状況であります。 

  刀に限らずいろんな古美術、あるいは美術品も含めて、そういったことのある意

味の美術館があればいいわけでありますが、現状ではなかなか厳しい状況がありま

す。中で御存じのとおり、財団法人で本多記念館等々があるわけでありますが、あ

そこは山崎藩の本多藩のいろんなものを収蔵されております。一部郷土館のほうに

も展示もしていただいておるわけでありますが、現状は保管に非常に厳しいという

ことで、今現在は一部本多記念館のほうに展示もなされております。そういうこと

も鑑みながら、将来にわたって大切に保存する部分もありますので、現状では新し

い、例えば郷土館というものを建てるのはなかなか厳しい状況でありますが、将来

にわたっての少し検討課題と、このようにさせていただきたいと思います。 

○議長（岸本義明君） これで、５番、小林健志議員の一般質問を終わります。 

  続いて、稲田常実議員の一般質問を行います。 
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  ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） ２番、稲田です。通告書に基づき一般質問をさせていただき

ます。 

  宍粟市の実質公債費比率を見てみますと、ここ何年かで少しずつ低くはなってい

るものの、財政状況は決して健全な状態ではないことは明らかであります。合併特

例債が５年間延長されたものの、あくまで借金であり、必ずしも自治体にとって最

大のアメでなく、合併に名を借りた建設事業の促進、公共事業の奨励策、借金を増

やす見返りの支援策であり、今後も油断のならない状況であることに変わりはござ

いません。 

  当市においても、まず、不必要であると思える無駄な経費の削減を図るとともに、

市外から少しでも多くの収入を得ることが喫緊の課題と言えます。 

  その一つとして、例えば観光に力を入れることは、交流人口の増加により、まち

の活性化には繋がりますが、安定した収入源ではないと考えます。これからは歳入

の増加が見込める事業に力を入れ、税収を増やすには定住人口を増やしていかなけ

ればならないと考えます。つまり観光で地域を元気にし、福祉や医療、そして教育

をどこにも負けない特色あるものにすることが定住人口を増やす唯一の手段だと思

います。そのことを踏まえた上で、質問いたします。 

  午前中も同僚議員の方から質問あったんですが、まず観光についてですが、関西

広域連合の定例会議で2021年のワールドマスターズゲームズを関西に招致すること

が決まりました。この大会は、カヌー、ゴルフ等を含め概ね30歳以上のプロ・アマ

を問わない生涯スポーツ最高峰の国際大会です。現在、韓国、シンガポール等が手

を挙げておりますが、実現すればアジアで初めての開催地となります。 

  ここ宍粟市でも、全力を挙げて誘致に取り組むべきであると思うが、市長の考え

を問うということだったんですが、午前中にカヌーを誘致したいということをお聞

きしたんですが、なぜカヌーを誘致したいと決められたのかと。兵庫国体でカヌー、

柔剣道というのを宍粟市で行ったんですが、その流れが関係あるのか、お聞かせい

ただきたいと思います。 

  それと、６月の一般質問でも触れましたが、宍粟市学生合宿促進事業補助金交付

制度について、再度お伺いします。 

  この制度は、平成26年４月までのものとなっておりますが、スポーツ立市の実現

を目指す有効な施策であり、今後も継続していく方向で検討するとの回答をいただ

いております。 
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  しかし、今後見直していただきたい部分が少しあります。現在、市外の高校生、

大学生のみが交付対象となっておりますが、スポーツ立市を目指し、観光の振興を

促すのであれば、もっと幅を広げ、小中学生にまで対象者の枠を広げるべきだと思

いますが、どうお考えですか。 

  次に、保育所の待機児童についてお伺いします。 

  今年６月の時点で、市内の保育所の待機児童はありませんでしたが、現在９人の

待機児童ができております。民間の保育所はほぼ定員を上回っていると聞きますが、

公立保育所は定員に満たないところがあります。公立保育所は若干の保育士の加配

が認められているのに、どうしてこういう状況になっているのか、お聞きします。 

  最後に、福祉についてですが、市内の特別養護老人ホームは、現在100名以上の

待機者が入所を望んでおられると聞きます。平成27年３月にオープンする予定の山

崎町川戸の特別養護老人ホームも定員60床ということで、ある程度の解消は見込め

ますが、今後ますます増えるであろうか要介護者に対して、市としての取り組みを

お聞きします。よろしくお願いします。 

○議長（岸本義明君） 稲田常実議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。 

  市長、福元晶三君。 

○市長（福元晶三君） ただいま稲田議員さんから大きく３点の御質問をいただいて

おりまして、私のほうからは、まず観光の関係を含めて御答弁をさせていただきた

いと、このように思います。 

  先ほどというんですか、藤原議員さんからも御質問ありましたとおりであります

が、関西広域連合を中心として準備委員会と、それから国際マスターズゲームズ協

会がいろいろ協議をなされて、11月10日に正式に調印がなされまして、2021年の関

西での開催が正式に決定したところであります。このことについては、兵庫県知事

が広域連合長としてそういった誘致に積極的に御努力なされた結果だろうと、この

ように思います。 

  また、関西圏域の中でもかなりの経済効果があると、こういうようなことも見込

まれておるわけでありますが、一部府県ではそうではないんだという御意見もある

ところでありますが、いずれにしても正式に決定をしました。 

  このワールドマスターズゲームズは４年ごとに開催をされておりまして、30歳以

上の成人あるいは中高年の一般アスリートを対象とした、いわゆる生涯スポーツの

国際総合競技大会であります。今年開催されておりましたイタリア大会でも聞いて

おりますのは107カ国、約１万7,000名の参加があったと、このように聞いておりま
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す。 

  2021年のこの日本大会でも約30競技行う予定と、このようになっておるところで

あります。 

  そういう中で、なぜカヌーをと、こういう御質問でありますが、御存じのとおり、

兵庫国体のときにカヌーの大会、柔剣道、波賀町と一宮のスポニックで開催がなさ

れました。特に、この国体のカヌーは引原川を使ったいわゆる川を下ったカヌーで

あります。今回、このマスターズでカヌーをしておりますのは、いわゆるフラット

ウオーターということで、平地でやろうと、こういうふうなマスターズの大会にな

っております。 

  特に、フラットウオーターが開催できるのは、いわゆるフラットのところででき

るのは、この西日本では３カ所あります、宍粟市も含めて。石川県と香川県にあり

ます。その中で1,000メートル級のそれぞれコースを持っておるわけでありますが、

私は、国体を通じて宍粟市はあそこをカヌーのメッカにしようということで、これ

までいろいろ投資もなされておりますし、あるいはそれを通じて地域の活力を求め

ていきたいと、こんな思いでこれまでもやられておりました。私はそれを引き継ぎ

ながら、さらに2021年への市民の皆さんの夢、こういったことも踏まえて是非誘致

をしていきたいなと、このように考えております。 

  さらにまた、現在いろいろ地元の伊和高校をはじめそれぞれ頑張っていらっしゃ

る選手もいらっしゃいます。いずれこのマスターズのほうにも利用する機会もあろ

うかと、こんなことも含めて選手の育成であったり、地域の活性化に繋がればなと、

こんな観点で思っておるところでありますので、またその節にはよろしく御支援を

いただきたいと、このように思います。 

  ２点目の学生合宿、この促進事業の関係でありますが、特に交流人口の拡大とい

うのは先ほど冒頭おっしゃったとおりであろうと、このように思っています。一番

いいのは、定住人口の増加と、こういうことでありますが、私は一つの手段として

やっぱり交流人口の拡大、これは観光という手法を使ってやるべきだろうと、この

ように考えております。 

  そういう中でも、スポーツを通じて交流を増やすということも大事な部分があり

ます。先般の６月議会でも御答弁をさせていただいたとおり、この平成25年度末で

本要綱はいわゆる時限立法でやっておりますので失効するわけでありますが、私は

引き続きこの補助要綱を存続させていきたいと、このように考えております。 

  今、その協議の中で小学校あるいは中学校のスポーツ合宿の状況も調査しながら、
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あるいはあり方はどうあるべきなのか、これはまた教育委員会とも十分青少年健全

育成の立場からも検討を加えながら、また補助対象のあり方を含めて、今後前向き

に検討を進めていきたいと、このように考えておりますので、よろしくお願い申し

上げたいと思います。 

  そのほかの質問につきましては、担当部長等から御答弁をさせていただきます。 

○議長（岸本義明君） 健康福祉部長、浅田雅昭君。 

○健康福祉部長（浅田雅昭君） それでは、私からは特別養護老人ホームの待機者に

つきましての御質問にお答えをさせていただきます。 

  宍粟市におきましても、高齢者人口は年々増加しておりまして、また、介護認定

者も増加しておる状況でございます。 

  今後、いわゆる団塊の世代が後期高齢を迎えることも念頭に取り組みを進めてい

く必要があるというふうに考えております。 

  御承知のように、今、国におきましては、介護保険制度の見直しが進められてお

ります。特に、特別養護老人ホームの入所要件としましては、原則要介護３以上の

者に限定する案が今示されておるところでございます。今後、市といたしましても、

この制度の見直しを踏まえまして、やはり高齢者ができるだけ地域で安心して暮ら

せるような取り組みや、今、御質問の中の施設入所待機者の対策も含めまして、今

後、27年度をスタートといたします介護保険事業計画の策定に取り組んでおります

ので、その中でいろいろと検討をしていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（岸本義明君） 教育委員会教育部長、岡﨑悦也君。 

○教育委員会教育部長（岡﨑悦也君） 私のほうからは、保育所の待機児童に関する

御質問についてお答えをさせていただきます。 

  先ほど議員からも御指摘ございましたように、現在９名の待機児童が出ておりま

す。これまではそういったことはなかったわけでございますが、こういったここに

至る背景でございますが、保育所の入所の決定の状況から少しお話をさせていただ

きたいなと思うんですが、本年、今に置き替えますと、この12月２日から12月20日

までの間に募集をしております。取りまとめをいたしまして、公立、民間の認可保

育所の代表が全て一堂に会しまして入所の審査会を開催をしております。 

  御案内のとおり、保育所の入所基準というものは、保育士の数、それから施設の

面積基準、こういったところで決まっております。そうした中で、やはり昨今は延

長保育、就労の都合で時間を長く預かってほしいと言われる保護者の皆さんが多く
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ございます。そうしたところは、宍粟市の市内の状況では民間保育所さんにその延

長保育を担っていただいている現状がございます。そうしたことから、認可保育所、

私立の保育所さんのほうから定員が埋まっていく、このような状況になってまいり

ます。 

  そういう中で、やはり就労の都合でどうしても延長保育を希望される、公立の保

育所では預けにくいというような方が最近増えてまいりまして、現状の待機児童が

出てきたと、このような状況になっております。非常にこの部分については課題だ

なあというふうに思っております。 

  では、公立ではその部分が受け入れられないのかという視点もございまして調整

をしておるわけですが、公立保育所におきましても、最初の入所児童の状況によっ

て保育士を配置をしてまいりますので、年度途中で入所希望が増えていく状況の中

で、公立保育所においても保育士を確保できないという現状が相まって、今回の待

機児童の発生と、このようになっております。 

  なお、最後、御指摘の、それでは保育士の配置の基準が少し公立と民間と違うん

ではないかというような御質問もございましたが、保育士の配置についてはやはり

それぞれ民間と公立と少し違いもございます。といいますのは、先ほど申し上げま

した延長保育に係る部分については、民間保育所さんは保育士を配置をしていただ

いておりますし、逆に特別な支援を要する子どもの部分についての配置については、

少し公立の部分のほうが多く配置をしていると、このような状況もございます。と

いいますのも、やはりそれは入所児童の年齢あるいは子どもたちの様子によって、

それぞれ保育士の配置状況が異なりますので、現在のような状況になっているとい

うことが現状でございます。 

  いずれにいたしましても、保育士の確保が非常に重要になっております。各方面

にもお願いをして、何とか今努力をしておるわけですが、このような状態になって

おります。引き続き努力もしてまいりますので、また情報等もいただければありが

たいなと、このように思っております。 

  以上です。 

○議長（岸本義明君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） まず最初に、観光についての先ほど市長の答弁をお聞きしま

して、なぜカヌーを誘致したいかということはわかりました。カヌー競技を招致す

るのであれば、先ほど申しました学生合宿促進事業補助金交付制度を全国のカヌー

部を持つ高校・大学等に案内し、宍粟市にはすばらしい競技の場があることを宣伝
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しなくはなりません。 

  今年度、学生合宿で利用されているのがカヌーの部分で１件、昨年度は０件とい

うことなんです。この辺の周知方法も徹底しなければいけないのと、早急に引原ダ

ム周辺の駐車場等も現在整備されておらず、早急に御検討いただきたいと思うが、

それらの準備についての考えをお伺いします。 

○議長（岸本義明君） 市長、福元晶三君。 

○市長（福元晶三君） カヌーについての合宿の関係については、今後さらに啓発を

進めていきたい、このように思っておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  なおまた、正式にこれからいよいよ、今、名乗りを上げたとこでありまして、こ

れからのいろんな手順を追って正式に決まっていくだろうと、このように思ってい

ます。県の体育協会あるいはいろんな方面に働きかけをしていきたいと、このよう

に考えております。 

  そうなりますと、順次一定の予算も必要になってくるのかなあと、こう思ってお

りますので、それについては計画的に、年次的に進めていきたい。その一つには、

駐車場整備も含まれるのかなあと、このように考えておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

○議長（岸本義明君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） 学生合宿の補助金のことですが、先日、市長にお渡ししまし

た資料を見ていただければわかると思いますが、一民間の話なんですが、対象とな

った高校・大学生の数に比べ、対象外の小中学生の宿泊施設利用者数は2010年でほ

ぼ大学生と同数、2011年以降も全体の３割を占めており、決して少なくない人数で

あります。同時に、宍粟市では先ほどおっしゃったように伊和高校にカヌー部があ

りますが、スポーツは高校になって初めて全国レベルに達するほど甘いものではな

いと。よく御存じだと思います。是非小さいうちからカヌー競技に親しんでいただ

くためにも、やっぱり小中学生に対する制度の対象年齢の見直しをお願いしたいと

思います。これに関しては答弁はオーケーです。 

  続きまして、保育園の待機児童のことについて、再質問させていただきます。 

  公立の保育園の加配のあり方の検討を是非していただきたいと思うのと同時に、

やはり公立保育園の職員配置、このあり方を民間にも適用できるように望みますが、

それについて考えをお聞きします。 

○議長（岸本義明君） 教育委員会教育部長、岡﨑悦也君。 
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○教育委員会教育部長（岡﨑悦也君） 最初の答弁でも申し上げましたように、一例

を挙げますと、特別な支援を要する場、対応の職員の配置等にやはり私自身も少し

違いがあるなあというふうなことを感じておりますので、詳細を調査しながら、や

はりその部分については検討を加える、このように思っております。 

○議長（岸本義明君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） 今後、こども園に移行するため、国は施設型給付金の交付等

により財源的誘導を行おうとしています。保育園の関係者にこども園に移行するこ

とのメリット等を現在十分に説明がなされているのか、お聞きします。 

○議長（岸本義明君） 教育委員会教育部長、岡﨑悦也君。 

○教育委員会教育部長（岡﨑悦也君） 保育園の関係者に、こども園の制度等の財源

も含めたことが説明がなされているかということでございますが、御案内のとおり、

地域の委員会でこども園の協議をしていただいておるところには一定そういう説明

はさせていただいておりますが、全ての、例えば山崎町内における保育所の保護者

さんにそういった説明ができているかということになりますと、それはまだできて

いない、今からそういうことの対応に迫られるのかなと、このように思っておりま

す。 

○議長（岸本義明君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） 現在の幼稚園・保育園等の処遇に対しても十分説明していた

だいて、納得した上で移行できるように行政として説明責任を果たしていただきた

いと思います。 

  最後に、福祉の関係ですね。老人ホームの関係ですが、昨日の答弁で市内の介護

認定２以上の方が約1,300人いらっしゃると聞きました。さまざまな境遇の方がい

らっしゃると思いますが、今後ますます施設に入所希望の待機者が増えるものと予

測されます。これは理想かもしれませんが、介護者を受け入れる施設の改善もさる

ことながら、今後は、介護認定の軽い方には施設のリハビリ等を充実して、社会復

帰できるように指導していくことも大事だと思いますが、それについてはどうです

か。 

○議長（岸本義明君） 健康福祉部長、浅田雅昭君。 

○健康福祉部長（浅田雅昭君） 今議員からありました昨日の答弁の約1,300人とい

う数字でございますけども、これにつきましては、今、介護認定を受けられている

方のうち、いわゆる認知症の関係、いわゆる生活の自立度の関係で軽度の認知症と

いう部類に入る方が約1,300人あるということでお答えをしたものでございます。 
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  また、おっしゃいますとおり、今、国で見直しを行われています、いわゆる特別

養護老人ホームへの入所が原則要介護３以上ということになりますと、大きく制度

が変わってきます。そういうことになりますと、やはり地域でどういうふうに取り

組んでいくかのということも非常に大きな議論をしていかなければならないのでは

ないかと思います。そういった観点も含めて、この前の委員会でも御説明させてい

ただきました平成27年スタートの介護保険事業計画を策定するに当たり、それぞれ

アンケート調査も実施をさせていただいて、また、計画策定委員会も設置し、いろ

いろ議論していただきますので、その中で今後の取り組みについても、いろんな御

意見をいただきながら、計画策定を進めていきたいなというふうに思っております。  

  以上です。 

○議長（岸本義明君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） 昨日も説明あったと思うんですが、介護認定の軽い方が重い

方をみれるような、そういう相互社会をつくっていただきたいなと思います。 

  先月、委員会で富山県は部長も一緒に行かせていただいて、富山型デイサービス

のすばらしさというものを知りました。この富山型デイサービスは高齢者も赤ちゃ

んも障害者であっても、そうでなくても、自宅のように日常生活を送ることができ、

誰にでも利用できる方式です。この方式は、今は富山県だけでなく全国に広がりつ

つあります。 

  特に、宍粟市は空き家対策が問題となっております。何軒でしたかね、正確な数

字ではないと思います。住んでない家屋は 1,211軒ということで、是非そういった

空き家や使われてない古民家等を利用して、富山型デイサービスの導入を検討して

いただきたいと思うのですが、それについてお伺いします。 

○議長（岸本義明君） 健康福祉部長、浅田雅昭君。 

○健康福祉部長（浅田雅昭君） 視察に私も同行させていただきまして、富山型デイ

の関係について勉強もさせていただきました。やはりこれにつきましては、指導者

といいますか、それを運営される方々の大きな熱意というのも一つの大きな要因で

あろうかと実感した次第でございます。 

  今からどういうふうな形で進めていくのかということも含めまして、富山型も参

考にしながら、やはりそれを運営していただける方も必要でございますので、その

観点も含めて、いろいろといろんな方面からの御意見もいただきながら、計画策定

を進めていきたいなというふうに思います。 

  以上です。 
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○議長（岸本義明君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） 視察先の話の中で、施設の要望と行政の補助の食い違いが浮

き彫りになっております。行政は、施設の現場の事情というものがわかってないこ

とが要因と考えられております。しかしながら、その富山県の場合は、行政による

機能向上の助成は非常に手厚く、今後、当市も是非見習っていただきたいと、そう

思いまして、それをお願いしまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（岸本義明君） 以上で、２番、稲田常実議員の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩いたします。 

  午後２時30分まで休憩いたします。 

     午後 ２時１５分休憩 

                                       

     午後 ２時３０分再開 

○議長（岸本義明君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

  一般質問を続けます。 

  鈴木浩之議員の一般質問を行います。 

  １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） １番、鈴木です。一般質問を行いたいと思います。聞きたい

ことは山ほどあるんですけども、時間の制約もありますので、今回は大きく３点に

ついて質問をしたいと思います。 

  あと、私、半年ほどこういった議会と市とのやりとりをしているんですけども、

まだまだわからない行政用語がたくさんあります。是非わかりやすいように御説明

いただければと思いますので、その点お願いいたします。 

  まず１点目です。平成18年に策定された宍粟市の総合計画、またそれに基づく５

年間の後期基本計画が目標年限である平成27年度をそろそろ迎えようとしておりま

す。 

  そこで、第２次総合計画の策定が計画、進行していると思いますけれども、これ

までのまちづくりに対する評価、これを観光の振興、安心できる医療体制の充実、

幼児教育の充実、これらは計画に中に掲げられている項目でありますが、その３点

についてのこれまでの評価について伺います。 

  また、宍粟市の将来像について市長の考えをお聞きしたいと思います。 

  ２点目です。平成26年度の予算編成方針についてお伺いします。 

  10月８日に予算編成方針というのが出されたと思いますが、新年度予算編成に対
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する市長の考えをこの本会議の場で是非お伺いしたいと思いますので、お願いいた

します。 

  最後、３点目です。これは９月議会で私ちょっとお願いしたことの引き続きなん

ですけれども、市職員の方の福利厚生というか、についてなんですけども、具体的

には職員の方、昼休みに休憩できる場所、これを確保していただきたいと。 

  市民の方は顧客であり、納税者であり、主権者でありますが、その方々の目の見

えるところでの食事、仮眠、雑談、こういったことはやはり問題があるというふう

に御指摘させていただきました。当然、保障された休憩時間でありますので、その

ときに職場から離れられないというのは非常に午後の職務にも影響するかと思いま

すので、ちょっとそういった場の確保をお願いしたところ、ちょっと毎日チェック

したわけではないんですけども、何度か昼休みに窓口近くを通ることがあったんで

すけども、やっぱり改善されているというふうには思えませんでしたので、これま

での９月からの実績、また今後の対応についてお伺いしたいと思います。 

  以上、３点、１回目の質問を終わります。 

○議長（岸本義明君） 鈴木浩之議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。 

  市長、福元晶三君。 

○市長（福元晶三君） それでは、鈴木議員の御質問にお答えしたいなと思います。 

  同じように私もこの５月から半年がたったわけでありまして、さらに市民の皆さ

んが元気に毎日過ごしてほしいと、このように願っておるところでありまして、今

後においても力いっぱい頑張っていきたいなと、このように思っております。 

  私もなかなかふだんから横着なほうでありまして、人間というのは非常に不思議

なもんで、常々考えておるわけでありますが、本来であればきっちり予習して、ま

たその後復習して、あるいは事前準備もしてと、こういうことなんですが、その場

にならないとなかなかその考えに至らないということもあります。したがいまして、

先ほどおっしゃったように、できるだけわかりやすくお答えをしていきたいという

ことを常々思うておるわけでありますが、中には専門的な用語も使いながらという

こともお許しをいただきたいなと思っています。しかしながら、私も市民の皆さん

にできるだけわかりやすくお伝えできるように、今後に向けても努力していきたい

と、このように考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

  第１次総合計画の期間、特に後期計画に入っておりまして、もういよいよ大詰め

になっておるところでありますが、政策がどのように進んだ、あるいは評価はどう

かと、こういう御質問であります。 
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  特に、私はこの評価できる分野はこの間はやっぱり防災であると、このように考

えておりまして、とりわけ21年災害を経験した我が宍粟市にとっては、地域防災計

画の全面見直しであるとか、あるいは支援制度の創設、あるいは自助・共助、こう

いった住民意識の醸成、こういうことがとりわけ成果があったのではないかなと評

価をしているところであります。 

  学校教育の分野でも耐震化等の推進や小学校規模の適正化等、いわゆる安心・安

全な教育環境の整備が進んでおると、このように評価をしております。 

  それから、お尋ねの観光の振興あるいは医療体制、幼児教育、まちづくり指標を

中心にした評価、こういうことでありますが、まず、観光でありますが、これまで

もいろいろ申し上げておりましたが、とりわけ観光基本条例の制定がなされました。

それから、それを踏まえて観光基本的計画の策定がなされたところであります。そ

れを具現化しようと、こういうことで、現在は実施の段階になっておると、こうい

うことでありまして、いわゆる理念ができ、計画ができたと、これから具体に入っ

ていくということでありますが、まず、そういった考え方の整理ができたというこ

とについては、一定指標としてもなり得る評価ではないかなと思っております。 

  それから、まちづくり指標については、特に平成23年度の観光客の入り込み数は、

25年度目標を前倒しで達成したことから、昨年度、25年度、27年度の目標値を上方

修正したというところでありまして、市民や事業者の方々と連携しながら、今後よ

り一層できるだけたくさんの方に宍粟市にお越しをいただけるような新たな観光振

興を推進していく必要があると、このように考えております。 

  ２点目の医療体制の関係でありますが、現在のところ、まちづくり指標において

は、目標値に対し、未達成な指標があるわけであります。特に医師の確保に向けて

僻地拠点病院や基幹型臨床研修病院の指定、今年度は日本内科学会教育関連病院の

指定など、若い医師の受け入れ体制を着実に整備しております。そういった指定を

受けることによって、先ほど申し上げたようなことが進んでおると、こういうこと

であります。 

  また、非常に整形外科医のことについては、市民の皆さんも危惧をされておると

ころでありまして、現在交渉を進めておるところでありますが、来年の２月ごろに

は一定の報告ができるであろうというふうには思っておりまして、今現在、順調に

私は進んでおると、このように思っておりまして、現段階では、こうこうこういう

ことについては御報告申し上げられませんが、そういう意味では一定の指標に近づ

きつつあるのかなあと、このように考えております。 
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  さらに、総合病院を含めて経営改善を図りながら、医療体制の充実に向けて取り

組みを強化していきたいと、このように考えております。 

  ３点目の幼児教育の充実、このことにつきましては、これまでもいろいろ御議論

いただいておりますこども園再編の実施校区をまちづくり指標に設定をしておりま

して、平成25年度目標値を２校区としておりますが、現在、千種中学校区において、

平成27年度開園に向け４者協議を行っているところであります。 

  また、関係者評価実施率、それでは市内30園所のうち、公立の16幼稚園で評価を

実施しておりまして、その結果については地域住民や保護者等に公開をしておりま

すが、５保育所については今年度取り組むこととしておるところであります。それ

ぞれのまちづくり指標に基づくところの評価等であります。 

  次に、宍粟市の将来像、特にコンパクトシティについて、市長の考えをお尋ねす

ると、こういうことでありますが、常々申し上げておりますとおり、宍粟市の課題

というのは明らかに三つでありまして、少子化と高齢化と過疎化であると、このよ

うに私は認識をしておりますが、そのためには次期の総合計画におきまして、人口

対策が最重要課題と、このようには考えておりますが、このまま人口減少が続くと

すれば、将来へ向けて宍粟市そのものの持続が憂慮される事態であると、これはど

なたも同じであろうと、このように思うところであります。 

  市内企業への就職の促進でありますとか、あるいは経済の市内での循環、その促

進、あるいは観光による交流人口の増加であるとか、さらにまた安心できる医療や

教育環境、それらを通じて子育て支援、それらを各分野を横断的に捉えながら、総

合的な施策展開が必要だろうと、このように考えておりまして、そのことを通して

市民の皆さんが住んでよかったなと、これからも住み続けたいなと、そう思ってい

ただけるような宍粟市を目指していきたいと、このように考えております。 

  なかなか企業誘致でありますとか、この人口の減少問題には簡単に対策を講じる

というは口では言えるんですが、なかなか厳しい状況は現実としてあるわけであり

ますが、積極的に努力をしていきたいと、このように考えております。 

  そこで、議員御質問のコンパクトシティ、いわゆる集約都市ということでありま

すが、インターネットやいろんなところへ国交省もいろいろ配信をしておりますが、

今後私は研究をしていくテーマかなあと、このように考えております。 

  国交省が示しておるコンパクトシティというのは、都市化、都市機能の近接化と

いうんか、我が宍粟市とは少し違うのかなあと、こう思っておりまして、いわゆる

中山間地のこのような広大な面積を有しておる、またさらには農地であるとか、山
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林とか、そういう宍粟市にはなかなか国交省が示しておるそのコンパクトシティの

理念にはなかなかおぼつかないなと、このように考えておるところでありますが、

しかしながら、老朽化した公共施設でありますとか、あるいはいろんな施設の再編、

このことについては、私は市民の利便性を図る上で当然考えなくてはならないと。

人口が減っていき、その中で効率的なサービスを提供するにはどうあるべきか、ど

ういったまちがいいのかなあと、こう考えたときに、ある意味の複合的な施設をつ

くっていく必要があるのかなあと、こういうふうに思っています。 

  そういう意味では、旧町域を中心にしながら、しかもまた旧町域の中心をいかに

核にしながら、コンパクトなまちをつくっていくという、こういう考え方が私はこ

れから大事な考え方の一つではないかなと、このように考えておりまして、人口減

の社会に見合った宍粟市ならではのまちづくりを進めていく必要があるのかなあと、

このように考えておるところであります。 

  ２点目の予算編成の考え方でありますが、これまでも先ほど来いろいろお尋ねの

ところで、お答えを申し上げたところでありますが、特に予算編成方針でもお示し

をしておるとおりでありますが、職員数の削減による人件費の抑制であったり、あ

るいは繰上償還の実施など、着実に財政健全化に努めてきた経過はあるわけであり

ますが、普通交付税の縮減がいよいよ平成28年度から始まります。平成33年度には

一本算定になると、こういう状況を見据えて本当に今、何をやらなければならない

のかということを念頭にしながら、職員に向け、私の考えをその編成方針でお示し

をしたところであります。 

  特に、宍粟市が持続可能な行政運営を行うために、本当に何を優先して施策を実

施していくかは十分判断をしながら決定をしていきたいと、このように考えておる

ところであります。 

  しかしながら、地域の皆さん、市民が元気になっていただかなくてはなりません。

そういう施策のための編成方針では「選択と集中、生き生きとした地域の創造」を

掲げておるわけでありますが、特に市民の皆さんと一緒になって、またさらに市民

の皆さんにも自主・自立に向けた創意工夫、こういうことをしていただく、そのた

めの支援、そういった方向に私はかじをとらなければならないと、このように考え

ております。その環境づくりのために来年度に向けて地域創造枠予算と銘打って各

部局に施策提案を今求めておるところであります。 

  一方では、学校規模適正化でありますとか、幼保一元化の推進のほか、公共施設

整備や社会資本整備面では、つくるという概念から守るという概念への転換が必要
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だと考えておりますので、市民の皆さんの理解が得られるよう、引き続き努力しな

がら、その方向で取り組んでいきたいと、このように考えております。 

  いずれにしましても、財源に限りがある中で、施策の優先順位を含めて事業を選

択していかなければならないと、このように思っておりまして、地域課題もたくさ

んあるわけでありますが、着実に一歩ずつ解決しながら、身の丈に合った行政運営

を展開していくためには、一年一年前進していく、まず第一歩として平成26年度の

予算編成に当たっていきたいと、このように考えておりますので、よろしくお願い

申し上げたいと思います。 

  その他の御質問については参事からお答えをさせていただきます。 

○議長（岸本義明君） 参事兼企画総務部長、髙橋幹雄君。 

○参事兼企画総務部長（髙橋幹雄君） それでは、御質問にお答えしたいと思います。 

  鈴木議員のほうから９月議会におきまして御提案をいただいておりました昼休み

の職員の休憩のことについてでございますけれども、今時点で結果が出せてないこ

とについては誠に申しわけなくも思っております。現在の取り組み状況と今後の見

込みにつきまして御報告をさせていただきたいと思います。 

  10月に職員の方が昼休みにどのような休憩をとられておるかということで、ちょ

っと実態の調査をさせていただいております。本庁舎におきましては、163名の方、

北庁舎では61名の方が自席で食事をとって自席で休憩されているというのが状況で

ございました。そのために、この人数を現在の休憩室で対応していくというのは困

難な状況でありますけれども、議員御提案のありました会議室の一部を職員に開放

する方向で検討を進めております。本来の会議利用との調整でありますとか、鍵の

あけ閉め、食事後に残るにおいの問題とか、いろいろと課題もございますので、今

そういったことにつきましてのルールを少し検討させていただいております。でき

ましたら来月ぐらいからスタートさせていただきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

○議長（岸本義明君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） じゃあ、再質問をさせていただきます。こちらが質問した順

に追って繰り替えさせていただきます。 

  総合計画、この冊子が10年間の基本計画になるんですけども、こちらが５年間、

これは平成23年度から27年度、後期の５年間の計画で、先ほど言った観光の振興に

関しては、まちづくり指標ということで、観光客入り込み数ということが指標に載

っております。先ほど市長からの答弁の中で、平成25年度の目標をもうクリアして
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いると、上方修正したということで、具体的にはここに書かれているのは、平成25

年度の目標値113万人、これを上回っているという実績というふうに伺いました。

これまで総務文教委員会でもいろいろそういったいろんなイベントの成果であると

か、そういったところを聞いてきたんですけども、この入り込み数の算出方法とい

うか、どうやってこれカウントしているのか、実際にはいろんな場面で主催者発表

ということで、実態とはかけ離れた大きな数字が発表されていたりということも事

実として、そこに加担してしまった部分もありますので、実際どういうカウントの

仕方をしているのか、これがまちまちであると実際に成果があった、なかったとい

うことがはかれなくなってしまいますので、そのあたり具体的な手法、何かあれば

教えてください。 

○議長（岸本義明君） まちづくり推進部長、西山大作君。 

○まちづくり推進部長（西山大作君） お答えをいたします。議員のほうから具体的

にこの入り込み数のカウントの手法についての質問でございます。 

  この調査につきましては、県を通じて数字はそのまま国のほうへ行っておる数字

で、国のほうでは統計等に使用されるんじゃないかなというふうに把握しておりま

す。 

  具体的には、市内の温泉あるいは宿泊施設、スキー場、自然環境の景勝地、それ

からさまざまなイベント等々、25カ所といいますか、その25施設について入り込み

について調査累計をした数字を使用させていただいております。個々の施設につき

ましては、可能な限りの数字が出るところもございますけども、先ほどありました

ように、どのぐらいイベントに来ていただいたかなということの数字も実際には報

告をさせていただいておるというような状況もございます。ただ、25カ所、あるい

は報告等については変更はございませんので、この数字はずっと使用させていただ

いておると、調査については同じ方式でやっておるということでございます。 

  個々の入り込みにつきましては、特に今年からは、例えばもみじ祭りであります

とカウントを１時間に10分ずつしていこうというような具体的な入り込みも調査を

していくように改善をしておりますし、今後ともそういう方向で効果を調査をして

いきたいというような方向を持っております。 

  参考までに、21年の大災害、それと昨今29号線の疲弊といいますか、交通量が減

っておるということで非常にいい条件ではない中なんですけども、指定管理の波賀

町の施設でこの間上半期の数値の報告がございました。このような状況の中でも前

年に比べて上半期の入り込み利用者は増えておるというような状況の報告も聞いて
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おります。これは事業者あるいは市民、市、それぞれが一体となった基本計画の具

体化等々が成果が出ておるんではないかなということも一つ私たちは理解をしたい

なというふうに思っております。 

  いずれにいたしましても、そういう25カ所の入り込みの数字を集計した数字を挙

げさせていただいております。 

○議長（岸本義明君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） 是非統一したカウントの仕方で正確なというか、統一した基

準を持っていただければと思います。 

  あと、予算の使い方に関してなんですけども、６月議会、９月議会、どちらとも

補正予算で観光振興にかかわる増額補正がどんどん上がってくる状況です。委員会

でも申し上げたんですけども、これはもうあくまで当初予算の計画の中で実行すべ

きものだというふうに考えます。実際それの原因というか、をたどりますと、やっ

ぱり無計画というか、ちょっとその場しのぎのという感じがどうしても否めないん

ですけども、そのあたりの認識、担当課としてどうでしょうか、お願いします。 

○議長（岸本義明君） まちづくり推進部長、西山大作君。 

○まちづくり推進部長（西山大作君） 議員御指摘のことにつきましては、この間12

月の補正予算でも御指摘をいただきましたとおりであります。おっしゃるように可

能な限りは当初予算の要求時点、平成26年度ですと、今の時点で可能な限りの向こ

う１年間の予測をして、事業計画なり予算を要求するというのが基本的な地方自治

のスタイルではおっしゃるとおりでございます。 

  しかしながら、観光につきましては、時と場合によれば、市民の方々、団体ある

いは外の取り巻きからいろんな情報、振興施策等が入ってきまして、急にそれに対

応せざるを得ない、せざるを得ないといいますか、それに対応することが効果があ

るというようなことも判断をする場合が多々ございます。やはりそういう場合には

議員さんの御了解をいただいて、補正予算で対応させていただきたいということも

ございますので、そこの線引きは担当としてもきちっと整理はしたいと思いますけ

ども、一定は御理解いただきたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（岸本義明君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） あと観光については、基本計画の中でまちづくりアンケート

の調査結果というようなものが載ってまして、市の観光振興の取り組みについて評

価している市民の割合、これ平成22年度28.4％、非常に少ない方からしか認められ
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てないというふうに思います。是非このあたりも頑張っているなというか、一緒に

頑張っていこうという機運を高めるためにも、このあたりの数値も今後追っていた

だいて、是非市民と一緒に取り組んでいければというふうに思います。 

  では、次の医療体制の充実について、質問をさせていただきます。 

  平成24年度の決算のとき、病院会計決算の認定、私、反対させていただきました。

その理由として、やはり計画の中に書かれている病床利用率、あと一日の平均外来

の患者数、これが大きく目標を下回っています。これは、それだけ病院にかかる方

が少なくて健康だということでは、今の状況ではないと思います。やはり医療を求

めている方に対して十分な医療が提供できていない、つまり安心というところに繋

がっていっていないというふうに思っております。 

  実際、こういった状況、目標値でいけば、平成21年度から27年度まで病床利用率

でいけば67％、77％、79％、81％と右肩上がりに上がっていくという目標を設定さ

れています。一日平均の外来の患者数もそうです。こういった状況の中で、もう一

度今後安心できる医療体制の充実、どういった方策があるのか、市民の方が安心し

ていただくためにも具体的にもう一度答弁をお願いします。 

○議長（岸本義明君） 総合病院事務部長、広本栄三君。 

○総合病院事務部長（広本栄三君） 失礼します。市民の皆さんがうちの病院に望ま

れていることの中で、今できてないということがございます。それはやはり先ほど

市長が申し上げましたように整形の患者さんですね、手術ができないことによって

姫路のほうの遠く離れた病院のほうに行っていただいていると。それから、眼科の

手術もできてないと。この二つが大きな要因かなというふうに思っております。 

  ただ、昨年度の病床利用率が下がっているのは、どこのところも統計的には一緒

なんですが、昨年はどこの病院も病床の入院患者数が減っていると。これは気候的

なこともあったり、いろんな要因があるのかなというふうに考えております。 

  それで、特に私たちが病院として考えておりますのは、やはり整形の患者さんを

うちの病院で入院していただく方策をとろうということで一番に今のところ努力を

しております。この間、大阪医科大学のほうと協議も十分させていただいて、兵庫

県が間に入っていただいて、それで寄附口座をやっていくというような話が今現在

ずっと進んでおります。市長のほうにも大阪医科大学の理事長なり学長、また整形

の先生、リハビリの先生にも会っていただいて、非常に大阪医科大学のほうも前向

きに考えていただいて、先ほど市長のほうから言われましたように、２月ぐらいに

はよい報告ができるだろうということも言われました。軽度骨折程度なら、うちで
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できるような感じになるのかなというような形で、今現在話を詰めているところで

ございます。 

  それから、もう一つ大きな課題は、やっぱり内科の先生が今６人いらっしゃるん

ですが、平均の年齢が60歳ということで、今の医療の体制が保たれるんかと、今の

ままでね。ですから、非常にこの内科の先生についても大きな課題がございます。

病院としましても、やはりお医者さんから選んでもらう地域をつくっていかなあか

んと。お医者さんに来てください、来てくださいと大学訪問しても、またインター

ネットとか業者の紹介のお医者をいくらお願いしても、これはなかなか来ていただ

けない現状がございます。それから、一匹狼で飛び込まれる先生が来られても、や

はりいつおられなくなるかわからない、非常に不安定な中で先生方に勤めていただ

いておるんで、やはり安定した体制をつくっていかんとあかんと。 

  そこで、この間臨床研修病院ということで、うちの病院で２年間研修をしていた

だくと、若い先生にね。その研修を先生方がマンツーマンでやっていただくと。そ

のことによって、その研修生と先生方の繋がりの中で、やはりうちの病院にそのま

ま残ろうと。一旦出てもまた帰ってきて、うちの病院で勤めようと、そういうよう

な仕組みいうんですか、そういう信頼関係の中でお医者さんを増やしていこうと。

先生方も非常に頑張っていただいておりまして、近年では兵庫医科大学の初期研修

医を今年は９名受け入れをさせていただきました。また、後期の研修生を１名受け

入れをさせていただきました。それから、自治医科大学から基幹型の研修生を今年

１名受け入れております。来年度からはこの基幹型研修医が３名になるというよう

な状況であります。若い先生方から非常にうちに来て研修しようというような機運

が今現在高まっていると。非常に手応えは感じているところでございます。こうい

う中で今後とも頑張っていきたいと思っています。 

  以上です。 

○議長（岸本義明君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） 今お話があったとおり、医療体制が充実しているまちイコー

ル住みやすいまちだと思いますし、住みやすいまちに先生も暮らしやすかったり、

研修しやすいという、その相互作用はあると思いますので、是非病院だけというこ

とではなくて、やはり住みよいまちづくりというところと一緒になってやっていた

だければというふうに思います。 

  では、３点目の幼児教育の充実について、再質問させていただきます。 

  これは、まちづくり指標、先ほどこども園の再編実施コースであるとか、外部評
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価実施率等については、先ほど市長のほうから教えていただきました。平成25年１

月付で出されているこの「しそうこども指針」についてになるんですけども、実際

にはこの中で３歳児からの幼児教育、これに取り組むということが明記されていま

す。ただ、認定こども園という受け皿というんですか、ハードというんですか、そ

ういったものが計画の中では全市で整備されるまで、まだあと、平成30年という予

定ですけども、ちょっと遅れているということも考えて、まだ長い間全市で整備さ

れということは難しいんではないかなというふうに思います。 

  実際には、３歳児からの幼児教育、これを認定こども園が整備されるまでの間、

当然３歳児はどんどんいるわけです。そういったところをどのように対応していく

か、お考えをお伺いします。 

○議長（岸本義明君） 教育委員会教育部長、岡﨑悦也君。 

○教育委員会教育部長（岡﨑悦也君） 御質問の３歳児に係る幼児教育の部分ですが、

先ほど議員も御指摘のとおり、現在のところ、認定こども園から３歳児の幼児教育

を普及していこう、この３歳児からの幼児教育が正式に歩みを始めるということは

宍粟市にとっては初めてのことでございます。少し時間もかかるのかなと思います

が、現在のところ、そのように考えております。 

○議長（岸本義明君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） そうですね、認定こども園で３歳児からの一体的な教育とい

うことをいろんなところでおっしゃっているんですけども、実際に受け皿を整備し

なければ進まないのかどうか。実際にこども指針では、つい最近です、平成25年の

１月です。そこでは、そういったことは関係なく３歳児からの幼児教育を進めると、

取り組むと明言されているんです。現在、保育所、これは親御さんが働いていらっ

しゃる方、３歳児は入っていると思います。ただ、働かれてない親御さんの３歳児、

この方は今受け入れるところがありません。実際にこの後、何年かかるかわかりま

せんけども、その受け皿ができるまでの間の３歳児、ここはどう考えているのか。

これは教育長、教育部長ということよりも、教育委員会がどのようにこのあたりを

考えて議論をしているのか、そのあたりを教えてください。 

○議長（岸本義明君） 教育委員会教育部長、岡﨑悦也君。 

○教育委員会教育部長（岡﨑悦也君） 教育委員会の議論の内容でございますが、具

体のその認定こども園以外の３歳児について、どういう取り扱いをしていくか、詳

細の議論にはまだ至っておりません。御意見をいただいておりますように、保育所

においては３歳児もお預かりをしております。しそうこども指針もつくって、それ
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のほかにゼロ歳から５歳までの発達段階に応じた子どもたちのあり方、こういった

ものも民間あるいは公立の先生方でつくり上げたものもございます。その中にも３

歳児と位置づけておりますので、詳細については今後の検討になってこようかなと、

このように思っております。 

○議長（岸本義明君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） ここで事を荒立てる気はないんですけども、つい最近、波賀

の行政懇談会で、市長のほうがそういった認定こども園を導入しないという決定を

したことで、３歳児からの教育を受けられない子どもたちはかわいそうだというふ

うにおっしゃったんです。実際には、申しわけないですけど、それは市民に対する

恫喝というか、おどしに聞こえました。別にそういう意図がある、ないとか、そう

いったことを本心で思っていらっしゃるとも思いませんけれども、やはりそういっ

たところで、実際には３歳児教育、一方で進めていく、取り組むと言っておきなが

ら、その箱が、受け皿ができるまで進めない、ここはやはり政策の矛盾があると思

います。そのあたり、政治的中立ということでは、市長にこのことを伺うこと自体

が問題かもしれませんけども、市長が行政懇談会でそのあたりおっしゃってました

んで、市長の考えをちょっとお伺いしたいんですけども。 

○議長（岸本義明君） 市長、福元晶三君。 

○市長（福元晶三君） 波賀の行政懇談会で御質問が出たのは、こういうことであり

ました。議員もいらっしゃったんで、あえてでありますが、野尻幼稚園について、

現在、週５日で３歳児保育をやっておると、教育をやっておると、こういう状況で

ありまして、今度波賀幼稚園にみんな行きたいんだと。そういった場合については

波賀幼稚園も今、週３日をやっておるわけでありますが、３歳児教育について。野

尻と同じように週５日間やってほしいと、こういう御質問でした。 

  そのことに対して、私は、現段階では幼稚園の統廃合ということについては考え

ておりませんと。いわゆるゼロ歳から５歳までのこども園という形で今進めておる

んだと。その中での３歳児教育はこれは当然あるわけでありますので、私は幼稚園

の統合という概念の中では進めておりません。したがって、今、野尻幼稚園で受け

られている保護者の皆さんが波賀へ行きたいんだという選択をされるとしたら、そ

れはいわゆる区域外就園という形になろうかなあと、こうお話をさせていただきま

した。したがって、その場合については、現在の波賀幼稚園の就業規則にのって、

そのとおり進めさせていただきたいと、このような答弁をしたところでありまして、

私は決してこれからの将来に向かって３歳児教育を否定する、こういう考え方はあ
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りません。是非宍粟市の子どもたちがゼロ歳から５歳、それぞれの役割において教

育、保育が受けられるように一日も早い環境を整えていきたいと、このように考え

ておりまして、そういう意味では２年間凍結というお話をおっしゃいましたので、

今の子どもたちにとっては１年１年大きくなりますから、私はある意味でかわいそ

うですと、こういう表現をさせていただきました。 

○議長（岸本義明君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） それ以上蒸し返すつもりないんですけども、やはり発言等は

気をつけていただかないと、やはり市民の方はおびえていらっしゃるというか、や

はり非常に打ちひしがれているというのがありますので、是非気をつけてください。  

  ３歳児教育、教育委員会のほうでしっかりと議論いただいて、是非先ほど言った

波賀が３日、野尻が５日、これを波賀に区域替えすると３日になると。これは野尻

の子たちにとってはサービスの低下にあります。是非そちらに合わせるんではなく

て、全市の幼稚園で３歳児教育を進めるぐらいのつもりでやっていただければとい

うふうに思います。 

  では、次に、これからの宍粟市の将来像についてお伺いします。 

  ９月議会において、同僚議員の一般質問のお答えの中で、コンパクトシティとい

う言葉、これは市長の口から初めて聞いたわけですが、私は何回かいろんなところ

で聞いていたんですけども、それでいろいろな文献なりを調べてみました。コンパ

クトシティと一概に言っても、やはり地域の実情であるとか、そういったところで

いろいろな手法かあります。当然うまくいっているところ、うまくいっていないと

ころ、そういったところもあります。具体的に先ほど答弁の中であったかもしれま

せんけども、いわゆる市長がおっしゃるコンパクトシティというのがどういうもの

なのか、具体像を、もしあればお聞かせください。 

○議長（岸本義明君） 市長、福元晶三君。 

○市長（福元晶三君） 私自身の考え方のところの整理でありますが、コンパクトな

シティというのは、いわゆる今、宍粟市は非常に広大な面積を抱えておりまして、

しかも人口減少、高齢化、過疎化が進んでおります。そういった中で、一定公共施

設も含めていろんな意味の施設、人が生きていく上での必要とする施設はできるだ

け集約したほうがいいだろうと。そこへ行けばいわゆる病院から買い物から銀行か

ら全てがあるんだと、こういうことのまちづくりをしていく必要があるんかなあと、

このように考えております。 

  そうなると、今の現状を考えますと、じゃあ、そこへ行く足はどうなのかという
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ことになるんですが、そういう意味では公共交通のあり方も大きな課題であると、

このように捉えまして、私はそういうことも含めながら、これからのまちづくりは

その方向を向いていかないと、宍粟市はなかなか難しいんではないかなと、こうい

うことで、本来のコンパクトシティ、冒頭申し上げたとおり、国交省等々が言って

いるのとは少し違うんですが、私はこの地ならではのコンパクトなまちをつくって

いく、こういうことが大事だと、このように考えております。 

○議長（岸本義明君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） ありがとうございます。これは私の責任というか、私の後悔

なんでありますが、６月議会でちょっと感情的になって、実は市長、副市長の発言

の取り消しをお願いした部分があります。実際には、なぜコンパクトシティという

言葉にひっかかって質問をするかということも含めてなんですけども、ごめんなさ

い、ここも蒸し返すつもりはないんですけども、訂正によって議事録からその言葉

が削除されていますので、ここでもう一回乗っける意味でも言わせていただきます。  

  ある議員の一般質問に対する答弁の中で、副市長が「過疎の条件をクリアした地

域が過疎債の恩恵を受ける」、このようにおっしゃいました。あと、市長が「宍粟

市全体の人口減少を山崎町が食いとめている」というふうにおっしゃって、この二

つの言葉、非常に問題があると思って、私発言の撤回を要求した次第です。 

  実際には、過疎地域自立促進特別措置法、これが過疎債とかそういったところ、

過疎の定義であるとか、うたってると思うんですけども、過疎の定義として、一応

読み上げます。「人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産

機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的

かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講じる」、これがその法律の

目的であります。で、地域格差の是正、これに寄与することがということが目的に

なっています。 

  もう一度お伺いします。実際に市長、副市長等の過疎地域に対するお考え、もし

具体があれば、お願いします。 

○議長（岸本義明君） 副市長、清水弘和君。 

○副市長（清水弘和君） 過疎地域に対する見解でございますが、それは特別措置法

の趣旨そのものでございます。具体的には、宍粟市には今現在、旧の波賀町と千種

町、これが過疎地域に該当しているということで、その地域に合ったやはり特色を

持った振興を図るために、そういった対策を講じる必要があるという認識をいたし

ております。 
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○議長（岸本義明君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） それを聞いて安心したというか、しっかりと特別措置法の趣

旨も含めて認識いただければと思います。 

  あと、また市長が自治通信社のインタビューに、市長就任後にお答えになってい

るかと思うんですけども、その中で「宍粟市は県内で２番目に面積が広い」と。

「限界集落も多く、集落の維持も年々困難さを増している。そんな中、根本的な解

決策として点在する公共施設を集中させ、コミュニティバスを市中心部で走らせ

る」というふうにインタビューに答えていらっしゃいます。この市中心部というこ

と、これのことをどういうふうに捉えていらっしゃるのか、見解をお伺いします。 

○議長（岸本義明君） 市長、福元晶三君。 

○市長（福元晶三君） インタビューを受けたわけでありますが、前段言われた大き

い、あるいはそういう限界集落と言っているのは事実であります。その市の中心部

という表現をしているかどうかはちょっと私も定かではありませんが、私は、これ

からコミュニティのいわゆる公共施設のあり方は常々申し上げておりますとおり、

根幹は私はやっぱり市内循環的なことが必要だろうと。というのは、山崎から一宮、

波賀、千種回って循環できる、そこに枝をどう繋いでいくか、私は常々そう考えて

おりまして、決して市の中心部だけを走らすのはコミュニティバスだと私は認識し

ておりません。そのように私は多分お答えをしておると思うんで、表現はちょっと

確認しますが、そういう考え方であります。 

○議長（岸本義明君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） 是非確認していただきたいと思います。これがもし今おっし

ゃったことが真意であるとすれば、誤解を招く表現かと思いますので、御確認くだ

さい。 

  あと、先ほどの過疎地域自立促進特別法の関係と幼保一元化の関係なんですけど

も、ちょっとその法律を見てみますと、特別措置法の12条の中に、「幼保連携施設

の整備に過疎地域自立促進のための地方債を充てるということができる」という明

記があります。実際に今整備されようとしている認定こども園は、どう考えても幼

保連携型ではなくて、保育所型、つまり保育所型といいますと、認可保育所が保育

に欠ける子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認

定こども園として機能を果たすタイプではないかというふうに私は思っております。  

  この過疎債と幼保連携型の整備、ここに何か関係等があるのか、考えをお聞かせ

ください。 
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○議長（岸本義明君） 教育委員会教育部長、岡﨑悦也君。 

○教育委員会教育部長（岡﨑悦也君） 宍粟市が目指しております認定こども園につ

きましては、あくまでも幼保連携型施設、すなわち社会福祉法人の保育所が運営母

体となる場合でも、幼稚園認可をとっていただく、すなわち幼保連携型の認定こど

も園を目指しているところです。 

○議長（岸本義明君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） すみません。過疎地域自立促進法の12条との関係は何かある

んですか。お願いします。 

○議長（岸本義明君） 副市長、清水弘和君。 

○副市長（清水弘和君） 施設については今教育部長が申しましたように、そういう

ことでございますので、私らの今の見解では過疎対策の有利な過疎債、これが当然

使える施設であるというふうな認識をいたしております。 

○議長（岸本義明君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） 昨日、合併特例の話が質問の中で出ましたけども、これ過疎

債を使えるのは幼保連携型だけだという法の解釈なんでしょうか。僕、ここはちょ

っとわからなかったんですけども、保育所型、幼稚園型、いろんな認定こども園が

あるんですけども、それと過疎債の関係、何か情報というか、があれば教えてくだ

さい。 

○議長（岸本義明君） 副市長、清水弘和君。 

○副市長（清水弘和君） 先ほどの認識のとこでも申し上げましたように、過疎債、

これは地域の活性化、振興を図ることでございまして、連携型であろうが、幼稚園

の連携といいますか、そういうようなものについても、どちらでも振興に役立つと

いう理解でございますので、協議の上で十分過疎債の対象になるということには思

っています。 

○議長（岸本義明君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） すみません、私が聞きたいのは、過疎債が連携型で使えるか

ら連携型にしているのかということです。 

○議長（岸本義明君） 教育委員会教育部長、岡﨑悦也君。 

○教育委員会教育部長（岡﨑悦也君） 宍粟市が目指しております先ほども申しまし

た幼保連携型の認定こども園、目指す理由としては過疎債が使えるから、幼保連携

型の認定こども園を目指すということではなく、保育所の機能と幼稚園としての十

分な機能を備える、そのために幼稚園の認可もとるということを、私どもが目指し
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ますこども園の基本にしております。 

○議長（岸本義明君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） ごめんなさい。もしあれでしたら、私の勉強不足だと言って

いただければいいんですけども、例えば保育所型、幼稚園型という選択をしたとき

に、過疎債の対象になるかどうかというのはどうなんですか。 

○議長（岸本義明君） 副市長、清水弘和君。 

○副市長（清水弘和君） 有利な合併特例債とか過疎債、この活用につきましては、

市長も当然でございますが、その有利な起債があるから施設整備をするという観点

ではございません。市が方針として必要性がある施設、それにたまたま有利な制度

があれば活用するという考え方でございますので、今、先ほど申しましたように、

どんな格好でも地域の振興が図れる、例えば幼保こども園、それについては活用が

できるという理解をしていただいたら結構かと思います。 

○議長（岸本義明君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） はい、わかりました。なぜそういったことを聞くかと申しま

すと、昨日、合併特例債の質問があったんですけども、合併特例債は市内全域で使

える有利な起債という言葉はちょっと僕自身納得感はないんですけども、有利な起

債です。一方、過疎債は過疎の指定を受けているというか、波賀であるとか千種、

そこに使えるものだと思いますが、これまでのそういった起債の傾向、半年間です

けども、見ていると、どうしても波賀、千種に関しては過疎債、それ以外の地域で

合併特例というような、何かすみ分けのような感じがするんですけども、そのあた

り方針とか、合併特例債の本来の起債の趣旨とそれだとちょっと食い違ってくるか

と思うんですけども、そのあたりの見解、何かあれば教えてください。 

○議長（岸本義明君） 副市長、清水弘和君。 

○副市長（清水弘和君） 先ほど申しましたように施設整備計画をつくるに当たりま

しては、まず何か必要か、それを検討いたします。したがいまして、その施設整備

に必要性が決まりますと、次に、何の財源が一番市全体として有利かという見解の

中で、例えば波賀とか千種では過疎債が使えるということになれば、全体の計画の

中でそれを活用をするということでございますので、この財源があるから、ここで

はこれをしようというのは逆でございますので、御理解願いたいと思います。 

○議長（岸本義明君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） はい、わかりました。 

  では、次の予算編成について、お伺いします。時間も迫ってますけども。 
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  先ほど言った方針の中で「選択と集中、生き生きとした地域の創造」に重点を置

いたというのが一番の下線部、太字のところだと思うんですけども、実際には方針、

私が市の職員であったならば、こういった方針を出されてもなかなか自分たちで選

択、集中とかというのはできないと思います。実際にはどう選択して、どこに集中

するか、これが方針ではないかと思うんですけども、そのあたり具体的なお話とい

うか、方針があれば教えてください。 

○議長（岸本義明君） 参事兼企画総務部長、髙橋幹雄君。 

○参事兼企画総務部長（髙橋幹雄君） 先ほどありました質問でもお答えしましたけ

れども、今各部にはスクラップ・アンド・ビルドというのを基本として予算要求を

求めておりまして、必要性の乏しい事業等の見直しを求めております。 

  ただ、各個別の部局では、部局の目でしか判断できないところがございますので、

そこの部分を企画総務部のほうで横断で査定をする中で、再度その必要性を考えな

がら査定をしておるということでございます。 

  重点事業につきましても、新規事業につきましても、そういった観点の中で全体

横断で査定しておるというのが状況でございます。 

○議長（岸本義明君） １番、鈴木浩之議員。もう時間がありませんので、短くお願

いします。 

○１番（鈴木浩之君） はい、わかっています。では、そういったところで是非選択

と集中、財源もどんどん厳しくなっていく中でお願いします。 

  最後に、職員の休憩の場所について、前向きに検討いただいてありがとうござい

ます。実際に、職員の方、今の昼休みの過ごし方、それを望まれているんであれば、

こっちが余計なお世話だという話なんですけども、実際、職員の方の要望とかニー

ズみたいなのはどういったふうに把握されているか、そこだけ最後に教えてくださ

い。 

○議長（岸本義明君） 参事兼企画総務部長、髙橋幹雄君。 

○参事兼企画総務部長（髙橋幹雄君） 職員の方からは、今のところ、今の状況につ

いて不満、不平があるといったことは聞いてはおりません。 

○議長（岸本義明君） 以上で、１番、鈴木浩之議員の一般質問を終わります。 

  続いて、林 克治議員の一般質問を行います。 

  15番、林 克治議員。 

○１５番（林 克治君） 15番、林でございます。議長の許可がございましたんで、

一般質問を行います。 
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  ９月のときもちょっとかぜひいとるで、お聞き苦しいとこがあるかもわかりませ

んと言うとったんですが、今回もまたかぜをひきまして、申しわけないです。時間

も大分押し迫っておりますので、簡単に質問させていただきます。 

  まず、私からは道路網の整備についてと、それからごみ袋代金について、２点に

ついて質問させていただきます。 

  道路網の整備についてなんですけれども、宍粟市は鉄道がないというようなこと

で、自動車が唯一の交通手段でございます。それで、自動車を運行するには道路網

の整備は最大の重要課題であって、行政課題でもあると思います。 

  そこで市内の幹線道路というのを見ましたら、国道とか、それから主要地方道、

それから一般県道、その幹線道路はほとんど国や県の道路でございます。その路線

についても一部未開通とか未改良区間か残っておりまして、それぞれ路線ごとに改

良促進協議会をつくって国県等に要望を行いまして、順次改良が進んでおるところ

なんですけれども、なかなか国県に予算がなくて、全線が早期に改良が進んでおる

という状況ではございません。 

  そういう中で、特に私が５月の選挙で市内全域、回ったんですけれども、特に主

要地方道、養父宍粟線、これの旧繁盛村ですか、そこの入り口から繁盛小学校の間、

かなり狭もうございました。大型車が来たら広いところで待っとかんとかわせんよ

うな道でございます。それと、同じ一宮町のほうの加美宍粟線の染河内地内、今、

能倉のところまでは整備計画ができて整備されるようなんですけども、そこから大

河内町のほうへ抜ける集落がある間ですけれども、ここもかなり幅員が狭うござい

ます。この路線について、えらいほかの地区とは格差があるなと思いました。それ

で、この路線について、要望もしておりますけれども、市の基本計画における位置

づけや取り組み、今後、県のほうがどういう計画をしておるのかという展望につい

て、お伺いしたいと思うんです。 

  それから、もう一つ、養父宍粟線の繁盛地内、これ国道429と重複しておる路線

なんですけれども、これ429の関係でここもそうなんですけれども、特に429で志引

峠、千種から岡山のほうへ抜ける峠があるんですけれども、そこの峠のトンネル化

というのは、随分昔から国のほうへ要望しております。これがまだトンネル化され

てないわけなんですけれども、この路線については、千種から波賀へトンネルがで

きました。それで29号とは千種までは繋がっとんですけれども、今、姫鳥線が整備

されまして、鳥取自動車道、全線開通しまして、無料区間なんで、国道29号の車が

ほとんどそっちへ流れておるような状態になってます。そやさかい国道29号と鳥取
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自動車道を繋ぐ路線として、これは宍粟市を横断しておりますので、経済的にも産

業の発展のためにも重要な路線だろうと思うんです。それで、早期トンネル化はど

うなっておるんかということと、この前、産建委員会で現地踏査したときに、三方

から波賀へ越す高野峠を通りました。そのときに、あれは中型バスだったと思うん

ですが、曲がりくねっておりますので、出会い頭に出会うたような格好でかわすの

に大変苦労しました。運転手さんが上手だったんで、こすることもなしにかわせた

んですけれども、そのバスはどこのナンバーかと思うたら、大阪でした。そやさか

いに大阪のほうから宍粟のほうへ観光か、どっか視察か、研修か何かに来られたん

だと思うんですけれども、あそこが国道429ということになっとんで、ナビで調べ

てそっちへ入られたんだと思うんです。大型車は通行不能いうて看板が出ておると

思うんですけれども、そのバスは大型ではなかったんで入ってこられたと思うんで

すけれども、その後２台ほどまた乗用車が来ました。かなり知らずに来られた人は

そこを通る可能性はあると思うんです。そういう宍粟市に道があったら、えらいと

こやなと、イメージ的にもちょっとダウンするだろうと思うんで、これも難しいと

は思うんですけれども、早期のトンネル化を要望していっておるんですけれども、

今後の展望についてお伺いしたいと思います。 

  これは、国県の道なんで、市長がどうのこうの言えることではございませんけれ

ども、今までの要望活動、また県のほうへの回答から、わかる範囲で、細かいこと

はよろしいんで、回答をお願いしたいと思います。 

  それから、次、ごみ袋代金なんですけれども、この間、平成24年度の決算委員会

がございました。決算委員会に入っておったんですけれども、その中でごみ袋代の

決算で、ごみ袋をつくる費用より販売しておるのがかなり販売収入が多いんです。

そやさかいに、これを何に使うとんか、何でそれだけ多額でごみ袋を販売しとんや

ということを聞いたんですけれども、生ごみ処理器への助成とか、リサイクル活動

の助成とかに使うとんやということでございました。 

  それで、何倍とか、ちょっと金額的に覚えてないんですけれども、２倍以上の値

段で販売しとると思うんです。市がそれだけ多額で口銭を取って売って、そういう

費用に充てるべきなんか。やっぱりそういう助成事業については、また堂々と市税

を使うて事業をするべきじゃないんかということを思うんですけれども、これは担

当課のほうからは、決算委員会で答弁伺っておりますので、市長がこういうことを

する必要があるんかどうか、市長の考えをお伺いします。 

  以上です。 
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○議長（岸本義明君） 林 克治議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。 

  市長、福元晶三君。 

○市長（福元晶三君） それでは、林議員に大きく２点の御質問をいただいておりま

すので、私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 

  １点目の道路網の整備のことでありますが、御存じのとおり、宍粟市は国道29号、

主要地方道若桜下三河線、養父宍粟線が南北に縦断をしております。東西には、国

道429と主要地方道宍粟下徳久線、加美宍粟線等が横断し、道路網の骨格を形成し

ておるところであります。 

  これらのうち、南北を繋ぐ路線整備に比べ、東西の国道429号を初めとする路線

の改良進度は比較的緩やかな状態にあるのが現実であります。これらを中心とした

道路網の整備は、宍粟市にとっても最重要施策として位置づけをしておるところで

あります。 

  そんな中、県道加美宍粟線の上野田から能倉間、染河内のほうでありますが、こ

のバイパス整備については本年度から４年間の計画で事業着手されたことについて

ももう既に御承知のことだと思いますが、そのとおりであります。この計画区間以

北については、平成25年度に社会基盤整備プログラムの平成26年度以降の後期計画

が見直しをされております。市としても優先順位が高い路線に位置づけをしており

まして、地元でも組織されております改良促進協議会等と連携をとりながら、強力

に要望活動を行っておるところでありまして、今後においても是非そのプログラム

の中で順次計画、実施をしていただくよう、今後も引き続き活動を続けていきたい

なあと、このように考えております。 

  次に、繁盛地内の養父宍粟線の国道429号との重複の区間、これについては、先

ほど申し上げたこのプログラムの見直しに反映をできるように市全体の道路網や社

会情勢等を考慮しながら、市の優先路線として県へ要望をしておるところでありま

す。 

  また、道路関係で最後にとおっしゃったトンネル化等のことでありますが、トン

ネル化等については、大型事業になるわけでありますが、社会基盤整備の方向性が

従来の施設を「守る」に加えまして、災害に「備える」と、あるいは日々の暮らし

を「支える」と、こういうふうな観点で、次世代に活力を「繋ぐ」等をキーワード

にしながら、大きく考え方もシフトをされた状況であります。 

  そういった中、早期の実現は難しいと、こう考えられるわけでありますが、それ

ぞれ促進協議会と歩調を合わせる中で、また関連の自治体もありますので、そこと
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も連携を十分含めながら、また地域の経済の活性化という視点もあわせ持って、あ

るいは観光交流もあわせ持ちながら、事業の促進に向け要望活動を進めていきたい

なあと、このように考えておるところであります。 

  ちなみに、御存じのとおり、先ほどおっしゃった高野峠のトンネルの問題、さら

にまた千種から岡山への志引峠のトンネルの問題、どちらも重要な部分があります

が、先ほど申し上げような観点の中で、今後、市としても一体どちらを優先にとい

うことの考え方も整理をしながら、今後要望活動を進めていきたいと、このように

考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

  ２点目のごみ袋代金についてでありますが、この不燃ごみ袋の価格については、

合併前に宍粟環境事務組合において設定して現在に至っておる状況であります。ご

みの分別でありますとか減量化、リサイクル等、環境に負荷をかけない循環型社会

の形成に向け、市民の皆さんの協力を得ながら、その取り組みを行っているわけで

ありますが、ごみの収集業務委託費、処理費、また宍粟市のごみ収集はごみ袋を指

定しているところから、その経費がかかっていることも事実であります。 

  したがいまして、先ほど議員のほうから考え方等、どうなんだという、特に販売

収入とこの兼ね合いのことでありますが、私はやっぱり総合的に判断をすべきだろ

うと、このように考えております。 

  大きく２点あるのかなあと、考え方の整理の中で。先ほど申し上げたように、多

額の処理費を使っておるわけでありますが、それに対応するごみ有料化の問題、そ

れから２点目は、原材料並みの低価格、この２点で両面から負担のあり方の検討を

加えていきたいと、このように思っておりますので、よろしくお願い申し上げたい

と思います。 

  以上であります。 

○議長（岸本義明君） 15番、林 克治議員。 

○１５番（林 克治君） 道路のほう、答弁いただいたんですけれども、養父宍粟線、

これは今の県の計画には入ってないということらしいんです。それで今、市長が言

われたように、今年、県のほうの10年間の整備計画を見直して、その中にどうでも

入れてもらわんとあかんなと思うとんですけれども、市長が日ごろ常々言われてま

す優先順位をつけるんやということなんで、これはその養父宍粟線、それから加美

宍粟線についても優先順位、最上位で県のほうに要望してほしいと思うんです。何

でそんなことを言うんかというたら、選挙でずっと市内を回ってみましたけれども、

今、繁盛村とか染河内村と言いましたけど、そういう旧町で言うたら、ちょっと比
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較しにくいんで、旧村で言いますけれども、ほとんど旧村、山崎にもたくさんあり

ますし、一宮にもあります。千種だけ一村一町になったんですけれども、旧村で見

ましたら、旧村の幹線道路というのはほとんど２車線になっとんです。一部狭いと

こがあって改良の要望がされてますけども、ほとんど集落内、人家がある範囲内は

２車線になっとると思うんです。そやけども、今言うたら一宮の２路線、これは２

車線になってません。そやさかいに、やっぱり宍粟は一つや言うて、いろいろと行

政を展開する中で、やっぱりこれだけ格差があったら、ちょっとぐあいが悪いと思

うんです。やっぱりそれなりに公平にした上で、いろいろと統一した行政を行うと

かしてもらわんと、やっぱりここだけ取り残されとったら、６月のときに人口のこ

とを聞きました。合併後８年で人口減少どういうことになってますかと聞きました。

これ、そのときの回答では、波賀町より旧一宮町のほうが減少率が多いんですね。

何でかなと思うとったんですけれども、合併したらようなると思うとったのに、道

路が全然ようならん、もうこのままおってもしやあないなと、もう下へ出ていくわ

というようなことで、出られた方もあったんじゃないかと思うんです。やっぱり道

路が悪いということも人口減少の一端じゃないかと思いますんで、そういう点から

も最優先として、今後県のほうに要望していただきたいと思います。 

  それから、トンネル化については、旧千種町のときから429、要望活動してます。

これは長いことかかります。ようやく鳥ケ乢トンネルが完成したようなことで、何

十年単位の話になるだろうと思うんですけれども、やっぱり言うて行かんと、そこ

ら外されるということもございますんで、粘り強く要望活動をしてほしいなと思い

ます。 

  そういうことで、この加美宍粟線は、今の県の計画に入っとったんですか。 

○議長（岸本義明君） 市長、福元晶三君。 

○市長（福元晶三君） 詳しいことはまた担当部長のほうからあると思いますが、今

おっしゃったとおり、この加美宍粟線、養父宍粟線は非常に重要な路線であります

ので、私としても最上位という言い方はどうかわかりませんが、非常に最重要路線

でありますので、積極的に上位に位置づけていただくよう県のほうにも働きかけて

いきたいと思います。 

○議長（岸本義明君） 参事兼土木部長、平野安雄君。 

○参事兼土木部長（平野安雄君） それでは、私のほうから少し詳細の部分にわたっ

て回答させていただきたいというふうに思います。 

  まず、先ほど市長のほうの答弁にありました社会基盤整備プログラムの関係でご
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ざいますが、これは平成20年に前期分として平成20年から25年までの５カ年、それ

から後期分として平成26年から30年までの10カ年で計画されたものでございます。

今、５年を経過した平成25年に向こう５年間のプログラムの見直しをしようという

計画でございます。 

  対象の事業といたしましては、１件１カ所１億円以上の県費事業という対象の中

で、先ほどお尋ねのありました、まず養父宍粟線でございますが、従来３カ所ござ

いました。養父宍粟線で曲里地内、それから楽里地内、それから今言われてます繁

盛地内ということで、今御質問にあります通常繁盛バイパスと言ってます三方町か

ら上岸田の３キロにつきましては、今の計画の平成26年から30年の中に入っており

ます。したがいまして、今回の見直しについても是非引き続き早期の着工、それか

ら起債に向けて努力をしていくということで、これも市長申し上げましたように、

優先順位の高い部分ということで要望しているというところで、あとの養父宍粟線

２カ所については、残念ながら前期の10カ年の計画には入ってなかったということ

でございます。 

  次に、加美宍粟線につきましても、見直しの中でプログラムには入ってなかった

わけでございますが、一段階下位になるわけでございます。今後の社会情勢等の変

化に応じて事業の手法、区間、時期の検討を行っていく箇所ということで、一ラン

ク下がっておりました。この部分につきましても、今回、見直しの中で何とか平成

26年度以降30年度までの間に、今行ってます事業に引き続いて以北の部分について

もプログラム登載について起債をしてほしいということの要望をしているというと

ころでございます。 

  以上でございます。 

○議長（岸本義明君） 15番、林 克治議員。 

○１５番（林 克治君） わかりました。私も地元の県道の関係で改良促進協議会に

出席するんですけれども、やっぱり県のほうの回答は、もう予算がないからできま

せんとか、要望を聞いておきますとか、今、参事が言われたような具体的な回答は

ないんですね。そやさかい、地元の自治会長さんらもそういう協議会に出席されて

聞いておられるんですけれども、要望を毎年しよるけども、どないなっとんやいと

いう気持ちがあるだろうと思うし、それ以上にそこに住んでおられる方、やっぱり

いつになったら道がようなるんじゃいやと思うておられると思うんです。そやさか

いに県道、国道なんで、あんまりええかげんな情報は流せんと思うんですけれども、

やっぱり何らかの情報を住民に流してもろうとかんと、やっぱり不安が募って、そ
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れこそ、もう道もようならんのやったら、よそへ転居すらあということになりかね

ませんので、差しさわりのない範囲で今参事が言われたような情報を時々流してあ

げてほしいなと思います。 

  それから、次のごみ袋のことなんですけれども、決算委員会のときの回答では、

担当部局から、これはごみ処理のほうに充当してますという話だったら、そうです

かで済んどったんですけれども、違う回答だったんで、それだったらそういう環境

のほうに何でごみ袋の売り上げから回さんとあかんねやという話になったわけなん

ですけれども、考え方として、このごみ袋、決めたんは宍粟環境美化センターのほ

うだと、市長言われましたけれども、そのときには広域行政の中でやっとったんで、

広域でそういう値段を決めたと思うんですけれども、それがそのまま、予算のとこ

で見直すとこは見直すんやと言われてましたけども、もうはや何十年も見直さんと

去年どおり、去年どおりということでされてきたんが今の結果だろうと思うんです。

やっぱり去年から分別が多くなりました。そやさかいに私もそうなんですけれども、

袋かなり家に並べてます。今まで二つほどでよかったんが、ようけ買わんならんよ

うになってますし、ごみの収集も、これはにしはりまに行ってからは各市町の責任

になってます。そやさかい、宍粟のように指定袋じゃないとあかんというとこもあ

るし、どがいな袋でもええというとこもあるんです。せやさかいに無理やり指定袋

を買わんと集めんぞというんだったら、もうちょっと袋代も原価で売れとは言いま

せん、それは販売手数料が要るんで、それなりにもうちょっと安い価格にせんと、

各家庭にも負担が大分、今年から本格化ですけれども、かかっておると思うんで、

そこらのことも考慮してほしいなと思います。 

○議長（岸本義明君） 市民生活部長、岸本年生君。 

○市民生活部長（岸本年生君） 議員言われますように、宍粟環境事務組合の時代か

らこの袋代を決定して発注をしてきております。で、現在に至ったというところに

なっております。 

  資源ごみ袋につきましては、最近つくったというところで、非常に製作単価と販

売価格とは似たような価格ではしておりますけども、可燃ごみ、不燃ごみにつきま

しては、先ほど申し上げましたように宍粟環境事務組合の時代からの流れで来てお

ります。 

  使い道につきましては、議員言われますように、売り上げ収入から製作費、ある

いはごみ袋の販売手数料だけは誰でもわかると。それ以外の環境全般に使うのはい

かがなものかという御質問でございました。確かに数字的には議員言われますよう
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に、その売り上げ収入から製作費、ごみ手数料を引きますと、2,300万円ほどのあ

れがあるんですけども、市長が先ほど答弁しましたように、こういったことが一般

財源として受けたもの、それを環境といえどもごみ以外のところに使っているとい

うことにつきましては、今後適正な単価、適正な充当先についても検討していきた

いというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（岸本義明君） 15番、林 克治議員。 

○１５番（林 克治君） ごみの処理のことなんで、ごみ処理費用の一部に充当する

んやったらわかるんですけども、環境のほうにごみ袋を買うた人から、そういう負

担をしたものを回すというのは、ちょっとおかしいと思うんです。そやさかいにや

っぱり答弁されるんだったら、ごみ処理費用のほうに充当してますと言うてほしい

んですけれども、充当するにしたって額が中途半端だと思うんです、これ。今、金

額2,300万と言われたけども、2,300万を何でごみ袋代から市が利益を上げて、そこ

へあげんならんねんということがあると思うんです。根本的な考え方がやっぱり、

それだけこの袋代ないと、もうごみ集めんぞというんだったら、やっぱり袋をつく

った費用ぐらいと変わらんような値段で売ってもらわんと、それだけ制約かけるん

だったら、もうどんな袋でもええで集めますいうことにされたら、もっと安うで袋

買えると思うんです。そやさかいその考え方というんか、それが私どうも納得いか

んのんですけども、市長、どうですか。 

○議長（岸本義明君） 副市長、清水弘和君。 

○副市長（清水弘和君） このごみ袋代金につきましては、各団体いろいろとござい

ます。もちろん先ほどの何でもええという団体もあります。ただ、今、可燃ごみと

それから資源ごみですね、これの単価を分けておりますのは、資源ごみについては

やはり分別していただいて、将来処理費用が少なくて済む、場合によって収益金が

出る。そういうことで分別をいただいております。ただ、可燃ごみにつきましては、

少しでも減らすことによって処理費用が減ります。そういうことで啓蒙も含めまし

て、少しお金をいただくことによりまして、これだけ金がかかるんやから少しでも

少なく出そう、ちゃんと分別して減らそうという意識の中で今現在しているところ

でございます。 

  ただ、おっしゃることもごもっともな点もございますんで、お金には明確な使途

を限定した特定財源ではございませんので、将来たくさんの処理費用に充てるため

に、市長が言いましたように、有料化とか、またごみ袋の単価を下げる、このこと

も両面から今後検討したいと思いますんで、おっしゃることは十分にわかるわけで
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ございますので、今後の検討とさせていただきたいと思います。 

○議長（岸本義明君） 15番、林 克治議員。 

○１５番（林 克治君） ごみ袋を有料化にしたんは、私の記憶では旧町の時代です

けれども、ごみを出す、昔はじか処理しとったんで。ごみ処理場で処分を頼む、ご

みを出す人は毎月200円徴収してました。それがずっと続いとったんですけども、

それがごみ袋代にかわったと思うんです、その費用が。徴収するのが邪魔くさかっ

たんかどうか、その経緯はわかりませんけども、せやさかい、それは広域組合のと

きからの話でした。それから、ちゃんとした名前を書け言いかけたんは、宍粟郡で

ごみ処理場をつくったときに、途中からあれになりましたわね、固形化燃料に。燃

やさんようになりました。そのときに燃やす袋の中に金属が入っとったら破砕する

刃が傷むんで、ちゃんとそういう責任持って出してもらうために、名前を書かすよ

うになったと思うんです。その名残が残っておっとんで、今のままでええんやと言

われるなら、ええんやけども、やっぱりちょっと今度新年度予算編成するに当たっ

て、見直しが必要じゃないかと思います。 

  以上、答弁はいいです。終わります。 

○議長（岸本義明君） 以上で、15番、林 克治議員の一般質問を終わります。 

  これにて、本日の日程は終了いたしました。 

  次の本会議は、12月16日午前９時30分から開会いたします。 

  本日は、これで散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

     （午後 ３時５５分 散会） 

 

 

 

 


